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静瑠

議

和
歌
山

藩
國
律

村
田
本

手

塚

豊

　
　
　
　
解
　
　
題

　
和
歌
山
藩
の
藩
法
と
し
て
「
國
律
」
及
び
「
國
律
補
助
」
と
呼
ば
れ
る
二
つ

の
刑
法
典
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
「
國
律
補
助
」
は
「
南

　
　
　
〔
1
）

紀
徳
川
史
」
に
全
文
が
牧
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
参
照
に
不
便
は
な
い
が
、
「
國

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

律
」
は
小
早
川
欣
吾
教
授
が
「
明
律
令
の
我
近
世
法
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」
と
題

す
る
論
文
に
お
い
て
、
「
國
律
」
に
封
す
る
明
律
の
影
響
を
考
察
さ
れ
た
折
に
、

若
干
の
條
文
を
引
用
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
ま
だ
・
て
の
全
貌
を
一
般
に
公
表
し

た
、
も
の
は
見
當
ら
な
い
。
小
早
川
教
授
の
利
用
さ
れ
た
の
は
、
京
都
大
學
法
學

部
所
藏
本
で
あ
る
（
以
下
、
京
大
本
と
略
稔
す
る
）
。
同
大
學
法
制
史
研
究
室

は
、
そ
の
所
藏
に
係
る
種
々
の
藩
法
を
、
昭
和
十
七
年
以
降
「
藩
法
資
料
集

成
」
と
し
て
逐
家
公
刊
し
て
い
た
が
、
職
雫
の
影
響
で
惜
し
く
も
中
絶
し
、
「
國

律
」
の
覆
刻
に
ま
で
至
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
終
職
後
も
、
こ
の
公
刊
事
業

は
ま
だ
復
活
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
藩
法
中
、
「
國
律
」
を
含
む
刑
事
法
關
係

の
十
種
類
は
、
大
正
時
代
に
東
京
大
學
所
藏
本
を
韓
窟
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
レ

そ
の
傳
承
事
情
は
三
浦
周
行
博
士
が
「
失
は
れ
た
る
近
世
法
制
史
料
」
に
お
い

和
歌
山
藩
國
律

て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
解
読
に
若
干
の
誤
解
が
存
す
る
こ
と
は
、
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

て
私
の
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
明
治
元
年
に
新
政
府
の
刑
法
局
が

奮
藩
刑
法
を
蒐
集
し
た
と
い
わ
れ
る
三
浦
博
士
の
見
解
は
誤
り
で
あ
つ
て
、
そ

れ
ら
の
蒐
集
は
明
治
八
年
一
月
七
日
、
司
法
省
が
各
府
縣
に
令
し
た
布
達
「
從

前
各
藩
被
立
置
候
節
徳
川
氏
刑
法
ノ
外
其
藩
阻
ヨ
リ
用
來
リ
候
習
慣
ノ
法
律
或

ハ
法
律
二
類
シ
タ
ル
罰
則
並
二
罰
例
存
在
致
シ
居
候
分
ハ
本
年
三
月
迄
二
其
府

縣
二
於
テ
取
調
一
本
ッ
ッ
當
省
へ
差
出
シ
可
申
候
條
此
旨
相
達
候
事
」
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
り
、
「
國
律
」
に
つ
い
て
は
、
「
南
紀
徳
川
史
」
が
あ
き
ら
か
に

「
國
律
の
書
上
下
二
本
あ
り
し
が
、
明
治
八
年
一
月
中
命
に
雁
じ
て
和
歌
山
縣

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

よ
り
司
法
省
に
邊
呈
す
」
と
い
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
司
法
省
蒐
集

書
類
が
後
ち
に
幕
府
評
定
所
の
諸
記
録
と
共
に
東
京
大
學
に
引
き
纏
が
れ
、
京

都
大
學
に
よ
る
一
部
副
本
作
成
後
、
關
東
大
震
災
の
た
め
永
久
に
潭
滅
し
た
も

の
で
あ
る
。
司
法
省
が
藩
刑
法
を
集
め
た
の
は
、
そ
の
當
時
企
書
中
の
刑
法
典

編
纂
の
資
料
の
た
め
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か
な
る
人
の
稜
議
に
よ
つ
た
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
當
時
、
左
院
議
官
と
し
て
刑
法
取
調
の
專
務
で
あ
つ
た
村
田
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
そ
の
同
顧
談
で
次
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
。三

三

（
四
二
五
）



和
歌
山
藩
國
律

　
　
維
新
後
に
な
り
ま
し
て
段
々
各
藩
の
刑
法
書
と
い
ふ
も
の
を
取
集
め
た
こ

　
と
が
あ
り
ま
す
。
所
が
幕
府
の
時
分
に
於
て
は
、
寺
杜
奉
行
と
か
町
奉
行
と

　
か
許
定
所
吟
昧
役
と
か
留
役
と
云
ふ
如
き
者
は
今
日
の
裁
到
官
に
し
て
法
律

　
に
關
す
る
こ
と
は
親
子
兄
弟
と
錐
も
話
を
せ
ぬ
と
云
ふ
誓
ひ
を
立
て
て
在
る

　
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
と
い
へ
ど
も
法
律
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

　
る
。
故
に
各
藩
の
法
律
書
を
集
め
る
に
も
、
或
は
中
に
は
焼
棄
て
て
仕
舞
つ

　
た
と
云
ふ
や
う
な
類
が
あ
る
。
私
な
ど
も
刑
法
書
は
大
分
集
め
て
居
り
升
す

　
る
が
、
中
に
は
其
跡
を
見
る
事
が
出
來
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
談
話
で
も
、
村
田
の
懲
懸
て
司
法
省
が
集
め
た
の
か
、
又
は
司
法
省
の

蒐
集
し
た
も
の
を
村
田
自
身
が
斡
窮
、
牧
藏
し
た
の
か
、
そ
の
間
の
事
情
は
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
後
ち
に
明
治
十
六
年
太
政
官
大
書
記
官
と
し
て
の
彼

が
編
纂
し
た
「
各
國
刑
法
比
照
」
六
雀
（
参
事
院
出
版
）
に
は
、
藩
刑
法
八
種

が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
彼
か
藩
刑
法
に
特
別
の
興
昧
と
關
心

を
も
つ
て
い
た
こ
と
は
事
實
で
あ
ろ
う
。

　
先
年
、
村
田
保
の
所
藏
し
て
い
た
諸
文
書
は
、
慶
懸
義
塾
が
寄
贈
を
う
け
、

現
在
法
學
部
研
究
室
に
て
整
理
中
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
「
奮
和
歌
山
藩
國
律
」

と
題
す
る
窮
本
一
部
が
存
在
す
る
。
太
政
官
十
三
行
罫
紙
五
十
六
枚
に
潭
書
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
村
田
本
と
略
稻
す
る
）
。
こ
れ
は
お
芳
、
ら
く
前
掲
刑
法

比
照
に
使
用
さ
れ
た
資
料
の
一
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
和
歌
山
縣
か
ら
司
法

省
に
提
出
さ
れ
た
原
本
を
韓
窮
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
と
、
小
早
川

教
授
の
設
明
に
よ
つ
て
知
り
う
る
京
大
本
と
を
比
較
す
る
と
、
若
干
の
相
違
が

存
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
京
大
本
で
は
百
五
十
飴
の
奮
到
例
が
一
て
れ

ぞ
れ
の
該
當
條
文
の
箇
所
に
記
載
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
「
律
」
あ
る
い
は

「
公
裁
」
と
し
て
、
母
法
と
み
ら
れ
る
明
律
及
公
事
方
定
書
の
條
項
を
頭
書
し

三
四

（
四
二
六
）

た
も
の
が
か
な
り
多
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
村
田
本
で
は
律
文
（
明
律
）

を
引
用
し
て
註
記
し
た
も
の
僅
か
に
一
ケ
所
、
「
公
裁
」
と
し
て
幕
府
法
の
條
文

を
引
用
し
て
い
る
の
も
同
じ
く
一
ケ
所
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
黙
か
ら
み
る
と
、

村
田
本
は
「
國
律
」
の
本
條
だ
け
を
主
と
し
て
韓
窟
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
、
村
田
本
で
は
典
嫁
と
さ
れ
た
奮
到
決
例
は
全
く
わ
か
ら
ず
、
ま

た
明
律
及
び
幕
府
法
を
纏
受
し
た
と
思
わ
れ
る
條
項
も
、
京
大
本
ほ
ど
確
實
に

は
知
り
え
な
い
。
將
來
、
京
大
本
が
覆
刻
さ
れ
る
機
會
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の

馳
は
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
條
文
そ
の
も

の
だ
け
に
も
せ
よ
、
村
田
本
「
國
律
」
は
京
大
本
に
封
す
る
一
種
の
異
本
と
し

て
、
こ
れ
は
こ
れ
な
り
に
存
在
償
値
も
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
に
そ

の
全
文
を
覆
刻
、
公
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
次
に
「
國
律
」
の
成
立
年
代
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
早
川
教
授
が

前
掲
論
文
で
詳
し
く
考
讃
し
て
お
ら
れ
る
。
教
授
は
「
そ
の
創
定
の
年
次
明
か

な
ら
ざ
れ
ど
も
、
一
に
享
和
文
化
の
比
儒
官
山
本
爲
之
進
命
を
受
け
て
幕
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
）

公
裁
録
及
び
明
律
に
基
き
選
定
す
と
傳
ふ
」
と
い
う
「
和
歌
山
史
要
」
の
記
事

を
楡
討
し
、
編
纂
時
期
に
つ
い
て
は
大
膣
に
お
い
て
正
し
い
も
の
と
み
て
お
ら

れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
京
大
本
「
國
律
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
到
例
が

全
て
寛
政
以
前
の
も
の
て
あ
る
こ
と
及
び
享
和
文
化
の
頃
の
藩
主
徳
川
治
費
は

藩
政
の
大
改
革
を
行
つ
た
こ
と
と
て
、
新
ら
し
い
刑
法
典
の
編
纂
も
充
分
に
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

能
性
が
あ
つ
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
山
本
爲
之
進
が
編
纂
し

た
と
い
う
確
謹
は
見
當
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
「
和
歌
山
史
要
」
の
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ば
、
岬
て
れ
以
前
に
護
行
さ
れ
て
い
る
「
和
歌
山
縣
誌
」
の
論
明
を
サ
て
の
ま
N
承

纏
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
私
も
い
ま
の
と
二
ろ
、
こ
れ
ら
の
記
述
を
確
實
に
う

ら
づ
け
る
何
等
の
資
料
も
有
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
て
の
構
造
と
規
定
内
容
に



封
す
る
明
律
の
影
響
も
、
教
授
が
遺
憾
な
く
論
謹
さ
れ
て
い
る
が
、
幕
府
法
及

び
藩
の
奮
慣
例
も
か
な
り
豊
富
に
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
見
の
が
し
て
は
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

南
紀
徳
川
史
・
第
十
七
珊
一
〇
五
〇
頁
以
下
。

東
亜
人
丈
學
報
第
四
巻
二
號
三
九
頁
ー
五
一
頁
。

績
法
制
史
の
研
究
・
一
四
五
一
頁
以
下
。

拙
稿
「
刑
法
局
格
例
調
考
」
本
誌
第
二
四
巻
八
號
二
頁
ー
四
頁
。

前
揚
南
紀
徳
川
史
・
一
〇
三
三
頁
。

村
田
保
述
「
法
律
の
沿
革
」
（
明
治
二
十
六
年
刊
）
三
頁
。

和
歌
山
史
要
（
大
正
九
年
刊
）
七
〇
頁
。

山
本
爲
之
進
は
、
治
寳
の
侍
講
に
て
丈
化
三
年
十
二
月
残
。

和
歌
山
縣
誌
（
大
正
三
年
刊
）
上
巻
・
五
四
一
頁
。

一
、
な
お
原
本
は
ひ
ど
い
贔
食
い
の
た
め
、
到
讃
困
難
の
箇
所
が
あ
る
。
そ

　
こ
は
「
各
國
刑
法
比
照
」
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
國
律
」
の
條
文
で
出
來

　
る
だ
け
補
訂
し
た
。
同
書
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
條
文
で
不
明
の
箇
所
の

　
あ
る
も
の
は
、
推
測
で
き
る
も
の
も
そ
の
ま
ま
敏
字
と
し
た
。

二
、
韓
窟
の
際
の
明
ら
か
な
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
も
故
さ
ら
訂
正
せ
ず
、

　
そ
の
ま
ま
と
し
た
が
、
同
一
條
文
が
つ
づ
い
て
二
度
書
か
れ
て
あ
る
の

　
は
、
そ
の
一
つ
を
省
い
た
。

三
、
文
字
の
配
列
、
大
小
は
な
る
べ
く
原
形
を
保
つ
よ
う
に
印
刷
し
た
が
、

　
特
殊
の
假
名
文
字
で
印
刷
の
便
宜
上
か
ら
普
通
の
字
膣
に
改
め
た
も
の
が

少
敷
あ
る
。

和
歌
山
藩
國
律

國
律
巻
之
上

一一

國
　
律

O
名
例
律

官
刑
七
等

御
目
通
差
知

　
差
孤

　
逼
塞

　
閉
門

　
當
役
御
冤
格
小
普
請

　
當
役
被
　
召
放

鼎
米
被
召
放

　
　
　
一

　
　
　
一

　
　
　
一

放
刑
八
等

　
居
町
追
彿

御
扶
持
被
召
放

御
扶
持
被
召
放

御
扶
持
被
召
放

御
城
下
追
放
町
梯
准
之

五
里
外
追
放

七
里
外
追
放

＋
里
外
灘

十
五
里
外
追
放

乾

御
目
通
エ
出
シ
不
申

追
込

　
　
　
　
　
　
追
込
過
料

急
度
追
込
同
　
過
料
□
詰

急
度
押
込
同

役
儀
差
冤

役
儀
取
上

御
扶
持
被
召
放
ハ
多
等
故
七
等
之
内
二
不
入

　
　
御
城
下
二
罷
在
間
敷
旨

　
　
御
城
下
ヨ
リ
何
里
之
内
二
罷
在
間
敷
旨

　
　
御
領
分
二
罷
在
間
敷
旨

居
村
追
放

村
追
放

郡
追
放

勢
州
一
領
追
放

三
五

（
四
二
七
）
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和
歌
山
藩
國
律

二
＋
舞
灘
　
勢
州
御
雰
震

　
在
郷
工
遣
シ
押
込
被
置
　
牢
腐

　
　
　
一
御
暇
被
下
　
　
　
　
御
暇
被
下
ハ
多
等
故
八
等
之
内
　
不
入

　
　
　
一
御
暇
被
下
御
城
下
二
罷
在
聞
敷
旨

　
　
　
一
御
暇
被
下
御
城
下
ヨ
リ
何
里
之
内
二
罷
在
聞
敷
旨

　
　
　
一
御
暇
被
下
御
領
分
二
罷
在
聞
敷
旨

死
刑
五
等

　
死
罪
　
諸
士
ハ
切
腹

　
蜥
罪

　
噺
罪
泉
首

　
礫

　
火
罪

蹟
刑
九
等
　
過
料
ナ
リ

　
銀
壼
枚

　
金
　
歩

　
同
壼
歩

　
銭
壼
貫
文

　
同
七
百
文

　
銭
五
百
文

　
同
三
百
文

　
同
武
百
文

　
同
百
文

十
悪

　
一
日
謀
反
　
　
　
　
肚
稜
ヲ
危
メ
ン
ト
謀
ル
ヲ
ィ
フ

二
日
謀
大
逆

三
日
謀
叛

四
日
悪
逆

五
日
不
道

六
日
大
不
敬

七
日
不
孝

八
日
不
睦

　　八
二一議十九七六五四三

三
六

（
四
二
八
）

日
不
義

日
内
飢

議
ハ
罪
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
評
議
ノ
ゥ
ヘ
刑
ヲ
宥
ル
ヲ
イ
フ
然
共
十

悪
ヲ
犯
ス
時
ハ
此
律
ヲ
不
用

日
議
親
　
　
　
　
上
一
一
御
績
キ
有
之
人
ヲ
イ
フ

日
議
故
　
　
　
　
上
ノ
故
讐
ニ
テ
元
ヨ
リ
恩
待
ヲ
蒙
ル
事
久
キ
入

　
　
　
　
　
　
　
ヲ
イ
フ

日
議
功

日
議
賢

日
議
能

日
議
勤

日
議
貴

宗
廟
宮
殿
ヲ
破
ン
ト
謀
ル
ヲ
イ
フ

本
國
二
背
キ
潜
二
他
國
二
從
ン
ト
謀
ル
ヲ
イ
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
タ

租
父
母
父
母
並
夫
ノ
租
父
母
父
母
ヲ
殴
キ
又
ハ

殺
ン
ト
謀
リ
伯
叔
父
姑
外
祀
父
母
並
夫
ヲ
殺
シ

叉
ハ
奴
碑
主
人
ヲ
殺
ス
ヲ
イ
フ

一
家
無
罪
ノ
者
三
人
ヲ
殺
シ
又
ハ
毒
物
ヲ
以
テ

人
ヲ
殺
ス
ノ
類
ヲ
イ
フ

宗
廟
紳
御
ノ
物
ヲ
盗
、
ミ
上
ノ
服
御
ノ
物
ヲ
盗
ミ

御
判
等
ヲ
詐
爲
ス
ル
ヲ
イ
フ

祀
父
母
父
母
並
夫
ノ
租
父
母
父
母
二
孝
順
ナ
ラ

ス
奉
養
等
乏
絶
ス
ル
ノ
類
ヲ
イ
フ

親
族
不
和
二
有
之
或
ハ
殺
ン
ト
謀
リ
叉
ハ
打
榔

等
ス
ル
ヲ
イ
フ

配
下
ノ
者
頭
支
配
ヲ
殺
害
ス
ル
ノ
類
ヲ
イ
フ

親
類
相
姦
通
ス
ル
ヲ
イ
フ

大
動
功
ア
ル
人
ヲ
イ
フ

大
徳
行
ア
ル
賢
人
ヲ
イ
フ

大
才
能
ア
ル
人
ヲ
イ
フ

國
家
ノ
爲
二
大
勤
螢
ア
π
人
ヲ
イ
フ

大
夫
以
上
ノ
人
ヲ
イ
フ
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八
日
議
賓
　
　
　
　
上
ヨ
リ
賓
客
ヲ
以
被
待
ノ
人
ヲ
イ
フ

御
赦
　
目
出
度
御
時
節
又
ハ
御
追
善
之
砺
等
二
付
刑
人
御
赦
冤
並
牢
獄
之

　
　
　
内
建
直
リ
之
節
大
工
頭
料
願
二
依
テ
死
罪
ノ
者
一
人
一
命
被
助
追

　
　
　
放
申
付
ル
ヲ
イ
フ

三
有
三
赦
　
臨
時
二
罪
ヲ
宥
赦
ス
ル
ヲ
イ
フ

　
一
宥
日
不
識
　
　
　
不
識
ハ
不
審
ナ
リ
復
讐
ノ
人
甲
ヲ
殺
ス
ヘ
キ
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
ヲ
見
テ
甲
ト
存
シ
誤
テ
殺
ス
ノ
類
ヲ
イ
フ

　
ニ
日
過
失
　
　
　
　
匁
ヲ
以
テ
木
杯
ヲ
切
ラ
ン
ト
シ
テ
誤
テ
人
二
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
類
ヲ
イ
フ

　
三
日
遺
忘
　
　
　
　
□
薄
ノ
外
二
人
ノ
ア
ル
ヲ
忘
レ
誤
テ
兵
矢
ヲ
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
投
射
ス
ル
ノ
類
ヲ
イ
フ

　
一
赦
日
幼
弱
　
　
　
十
五
歳
以
下
ハ
刑
ヲ
輕
ク
シ
七
歳
以
下
ハ
全
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
赦
ス
ヲ
イ
フ

　
　
　
（
欄
外
の
書
入
れ
1
手
塚
註
）

　
　
　
宥
罪
ノ
年
齢
＋
五
歳
以
下
ト
申
ハ
＋
四
歳
迄
二
候
哉
ト
御
城
附
ヨ

　
　
　
リ
内
々
奥
右
筆
衆
工
承
ラ
セ
被
成
右
ハ
十
四
歳
迄
ニ
テ
十
五
歳
ヨ

　
　
　
リ
宥
罪
取
扱
不
相
成
旨
秋
山
松
之
丞
申
聞
候
由
江
戸
ヨ
リ
申
來
ル

　
　
　
　
　
丈
化
六
巳
正
月
□
日
留
役
來
欺
二
口
□

　
二
日
老
老
日
　
　
　
　
七
十
以
上
ハ
刑
ヲ
輕
ク
シ
八
十
以
上
ハ
全
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赦
ス
ヲ
イ
フ

　
三
日
慧
愚
　
　
　
　
　
愚
昧
ニ
テ
理
ヲ
辮
ヘ
サ
ル
者
ハ
刑
ヲ
赦
ス
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
フ
飢
心
者
ハ
愚
昧
同
檬
ナ
レ
ハ
是
亦
赦
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
シ

常
赦
，
所
レ
不
レ
赦

和
歌
山
藩
國
律
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十
悪
其
外
人
ヲ
殺
シ
上
ノ
物
ヲ
盗
ミ
及
強
盗
放
火
詐
爲
彊
姦
等
ノ
罪
ヲ

　
犯
シ
タ
ル
者
ハ
非
常
ノ
御
赦
ハ
格
別
常
赦
ニ
テ
ハ
罪
ヲ
赦
サ
・
ル
ヲ
イ

　
フ

　
　
　
　
ノ
　
ハ
　
ム
　
　
ヲ

老
幼
篤
疾
者
宥
レ
刑

　
三
赦
ノ
内
ニ
ア
ル
通
リ
ニ
テ
七
十
以
上
十
五
以
下
ハ
十
悪
等
ヲ
犯
ス
ハ

　
格
別
其
鹸
ハ
一
等
モ
ニ
等
モ
輕
ク
答
ム
ヘ
シ
八
十
以
上
十
歳
以
下
並
二

　
篤
疾
ノ
者
ハ
反
逆
不
道
等
ノ
外
ハ
赦
ス
ヘ
シ
九
十
以
上
七
歳
以
下
ハ
死

　
罪
ヲ
犯
シ
候
テ
モ
全
ク
刑
ヲ
加
ヘ
ス
若
人
ア
リ
テ
教
ヘ
セ
シ
メ
テ
罪
ヲ

　
犯
セ
ハ
其
教
ヘ
セ
シ
ム
ル
者
ヲ
罪
二
行
ヘ
シ

　
罪
ヲ
犯
ス
時
イ
マ
タ
老
疾
ナ
ラ
ス
共
事
護
ス
ル
時
老
疾
ナ
ル
ハ
老
疾
ト

　
イ
フ
ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
シ
罪
ヲ
犯
ス
時
幼
少
ニ
シ
テ
事
稜
ス
ル
時
長
大
ナ

　
レ
ハ
幼
少
ト
イ
フ
ニ
依
テ
論
ス
ヘ
シ

　
シ
テ
　
ヲ
　
　
　
ス

犯
レ
罪
自
首
自
首
ハ
自
ラ
其
罪
ヲ
申
出
ル
ナ
リ

　
罪
ヲ
犯
シ
人
ノ
告
言
セ
サ
ル
先
二
自
ラ
其
罪
ヲ
申
出
ル
者
ハ
其
罪
二
等

　
ヲ
輕
ク
ス
ヘ
シ
逃
奔
シ
テ
自
首
ス
ル
者
叉
ハ
逃
奔
シ
テ
罪
ヲ
自
首
セ
ス

　
ト
モ
其
所
へ
立
蹄
リ
居
ル
者
又
ハ
逃
奔
シ
テ
ハ
父
兄
罪
ニ
カ
・
ラ
ソ
事

　
ヲ
恐
レ
テ
立
蹄
リ
自
百
ス
ル
者
モ
是
亦
同
様
罪
ヲ
減
ス
ヘ
シ

　
　
　
　
　
　
ヲ
ン
ト
　

ノ
　

ス
ル
ハ
ノ
　

ヲ
え
ヲ
　
ス
ル

　
律
二
知
二
人
欲
ワ
告
及
逃
ー
叛
而
自
i
首
者
減
二
罪
二
ー
等
一
坐
レ
之
其
逃
叛
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ル
　
　
　
ニ
　
　
ハ
　
ス
　
　
　
　
　
ヲ

　
錐
レ
不
二
自
首
一
能
選
q
蹄
本
－
所
一
者
減
二
罪
二
等
一
ト
御
座
候
二
付
本
文
之

　
通
相
認
候
儀
二
御
座
候
出
奔
立
蹄
ハ
内
々
立
蹄
身
ヲ
隠
シ
居
候
筋
ヲ
申

　
候
本
文
之
筋
ハ
上
ノ
刑
ヲ
受
候
ヲ
合
融
ニ
テ
顯
然
ト
立
蹄
リ
居
リ
刑
ヲ

　
相
待
候
筋
叉
ハ
自
首
ス
ル
積
ニ
テ
立
臨
リ
候
庭
イ
マ
タ
自
首
セ
サ
ル
内

　
二
召
捕
レ
候
筋
ヲ
申
出
奔
立
蹄
者
ト
ハ
差
別
有
之
儀
二
御
座
候

　
ニ
　
ス
　
ニ
　
　
　
　
　
ヲ

共
犯
罪
分
二
首
從
一

三
七

（
四
二
九
）
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和
歌
山
藩
國
律

　
二
三
人
以
上
言
合
セ
テ
罪
ヲ
犯
セ
ハ
首
ト
從
ト
ヲ
分
ッ
ヘ
シ
張
本
人
ヲ

　
首
ト
シ
コ
レ
ヲ
重
ク
罪
ス
一
昧
随
從
ノ
者
ヲ
從
ト
シ
罪
一
等
ヲ
減
ス
ヘ

　
シ
首
從
ノ
分
チ
ナ
キ
ハ
勿
論
一
檬
二
罪
二
行
フ
ナ
リ

　
　
　
　
ス
　
　
　
ヲ

親
属
相
二
爲
容
階
一

　
同
居
有
服
ノ
親
類
罪
ア
ル
時
迭
二
相
隠
シ
並
家
來
等
主
人
ノ
爲
二
罪
ヲ

　
隠
ス
者
ハ
吟
昧
二
不
及
然
共
悪
逆
大
不
敬
以
上
ノ
罪
ヲ
犯
ス
者
ハ
此
律

　
ヲ
不
用

　
　
　
　
ヒ
ム
　
七
力
（
ま
ま
）
奮
悪
ハ
追
餐
ル
ニ
不
及
候
へ
共
此
七
條
ハ
追

葎
臼
亜
心
可
二
泊
爽
口
一
者
六
　
　

餐
ム
ヘ
キ
ヲ
イ
フ

　
一
二
逆
罪
之
者
ニ
ニ
邪
曲
ニ
テ
人
ヲ
殺
シ
候
者
三
二
火
附
四
二
徒
裳
シ

　
テ
人
家
二
押
込
候
者
五
二
追
剥
並
人
家
二
忍
入
盗
人
六
二
　
公
儀
御
法

　
度
ヲ
背
キ
死
罪
以
上
ノ
科
人
七
二
悪
事
有
之
尋
被
　
仰
付
有
之
者

　
右
之
輩
ハ
奮
悪
タ
リ
共
御
仕
置
取
扱
可
申
此
外
之
科
一
旦
悪
事
イ
タ
シ

　
候
共
其
後
相
止
候
由
申
尤
外
ノ
沙
汰
モ
無
之
筋
ハ
十
ニ
ケ
月
以
上
之
奮

　
悪
ハ
不
及
追
餐

　
ヲ
　
　
ス
・
‘
．
　
　
　
罪
ノ
名
目
ハ
重
ク
候
ト
モ
其
情
意
無
嫁
筋
ハ
罪
ヲ

以
レ
情
恕
レ
罪
者
三
ッ
　
恕
シ
テ
輕
キ
ニ
從
フ
ヲ
イ
フ

　
一
二
人
ヲ
勾
引
タ
ル
者
ハ
死
罪
之
筈
二
候
へ
共
極
貧
之
者
妻
子
ヲ
同
輩

　
ノ
者
ノ
養
子
二
遣
シ
候
テ
ハ
．
費
タ
ル
モ
同
檬
ユ
～
養
父
又
外
工
費
候
ト

　
モ
勾
引
費
ニ
ハ
不
相
成

　
一
二
人
ヲ
殺
シ
タ
兀
者
ヲ
園
置
候
者
ハ
本
人
同
罪
ノ
筈
二
候
へ
共
當
座

　
ノ
喧
嘩
等
ニ
テ
人
ヲ
殺
シ
タ
ル
者
二
被
頼
義
理
ヲ
以
園
候
類
ハ
輕
ク
答

　
ヘ
シ

　
一
二
謀
書
謀
判
ハ
重
科
ナ
レ
共
謹
振
ヲ
以
爲
可
訴
出
謀
書
ヲ
認
或
ハ
作

　
リ
名
二
到
ヲ
押
候
類
ハ
欲
心
ヲ
以
イ
タ
シ
候
謀
書
謀
到
ト
ハ
格
別
二
取

　
扱
ヘ
シ

　　　一　一一一一一一一一

右

條
ノ

類
ノペ

名
目

不
拘
情
意
ヲ

糺　三
シ　　八
許
議
ス

　　ハヘ　　四シ　　　＿

　　O
　　）

0
公
式
律

禁
裡
　
公
儀
　
御
書
　
御
用
遅
引
　
届
抜
　
願
抜

禁
裡
御
所
方
之
儀
二
付
御
伺
抜
並
延
引
等
有
之
候
節
掛
リ
之
役
々

類
族
之
者
子
孫
出
生
等
届
抜
　
公
儀
御
届
御
謹
文
二
洩
レ
候
筋

　
閉
門

御
登
　
城
御
達
等
抜
候
節
掛
リ
之
役
人

上
使
之
節
御
注
進
間
違
之
品
申
上
候
筋

御
書
受
取
候
ウ
ヘ
麓
抹
二
取
扱
候
者

　
逼
塞

御
内
々
ヨ
リ
御
差
上
物
相
紛
レ
表
向
ヨ
リ
御
差
上
二
取
計
候
得
者
掛
り
之

役
人

　
逼
塞
或
ハ
閉
門

御
成
之
節
御
先
手
物
頭
詰
等
抜
候
筋
御
目
付

　
差
孤
日
歎
　
十
日

御
成
之
節
高
見
工
上
リ
候
者

　
御
扶
持
放
シ

御
老
中
御
招
請
等
之
節
注
進
抜
又
ハ
逞
リ
候
ヘ
ハ

　
　
御
小
人
代
役
等
ハ
代
役
取
上
過
料

御
自
筆
御
書
之
箱
上
書
認
違
等
有
之
候
ヘ
ハ
掛
リ
役
々

　
差
拍
日
敷
二
十
日

公
儀
ヨ
リ
出
候
御
鰯
書
窟
落
字
等
有
之
候
ヘ
ハ

　
差
拍
日
激
七
日
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御
用
都
屋
其
外
諸
役
所
エ
諸
屈
抜

　
　
　
　
（
ま
ま
）

類
族
江
戸
若
山
等
往
來
之
節
寺
祉
奉
行
工
届
扱

御
暇
ニ
テ
他
出
御
目
付
工
届
抜

紛
失
物
有
之
節
御
目
付
工
届
抜

御
目
付
ヨ
リ
御
鰯
書
順
蓬
延
引

一
組
願
等
相
濟
當
人
工
之
通
並
屈
等
延
引

子
弟
等
ヲ
他
所
二
遣
候
節
願
抜

他
所
往
來
之
節
駕
籠
願
抜

親
類
等
同
居
イ
タ
シ
候
節
願
抜

構
有
之
者
ヲ
名
跡
等
二
願
其
品
不
存
願
書
相
達
候
筋

　
差
粗
日
数
十
日
ツ
ッ

　
　
但
親
病
死
之
醐
廟
滲
屈
御
目
付
工
延
引
之
筋
ハ
御
用
捨
ヲ
以
御
呵

差
相
申
渡
等
早
速
不
申
渡
翌
日
申
渡
御
日
柄
二
當
リ
候
ヘ
ハ

　
逼
塞

差
知
申
渡
等
御
日
柄
二
障
リ
無
之
一
通
リ
延
引
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ

　
差
拓
日
歎
五
日

差
拍
御
冤
並
追
込
干
結
等
差
免
申
渡
出
牢
申
渡
延
引
之
筋

　
同
前

　
　
但
延
引
日
敷
モ
有
之
候
ヘ
ハ
差
拍
日
敷
相
増

支
配
申
込
之
書
付
等
受
取
失
念
イ
タ
シ
差
出
候
儀
延
引
之
筋

　
差
知
　
日
籔
ハ
延
引
之
日
敷
二
感
シ
多
少

　
○
衛
禁
律
　
　
御
番
御
供
御
門
出
入
等

和
歌
山
藩
國
律

一一一一一一一一

御
番
日
之
當
番
二
不
出
者

　
閉
門

宿
番
之
節
心
得
違
叢
御
番
相
勤
宿
抜
候
老
並
御
供
相
勤
宿
リ
番
抜
候
者

　
逼
塞

私
用
二
付
心
得
違
當
番
明
瞬
候
者

　
同
前

御
番
代
リ
不
出
内
下
リ
候
力
叉
ハ
御
番
逞
参

出
御
之
節
御
門
工
不
出
御
先
手

　
差
知
日
敷
＋
日

御
供
遅
参
爾
御
供
共
扱
候
者

　
差
抽
日
敷
二
十
日

御
供
逞
滲
片
御
供
拍
勤
候
者

　
差
拓
日
敏
＋
日

御
供
遅
参
ニ
テ
モ
御
間
二
合
候
ヘ
ハ
不
及
差
拍

御
供
之
節
御
刀
筒
等
取
落
シ
候
御
徒

　
追
込
日
勲
＋
日

出
御
之
節
甚
飢
頭
ニ
テ
御
供
二
出
候
者

　
同
前
　
右
二
付
支
配
御
呵
又
ハ
差
拍
被
　
仰
付

御
道
中
ニ
テ
川
御
越
之
節
駕
籠
一
一
テ
御
供
イ
タ
シ
候
筋

　
逼
塞

御
駕
居
リ
候
儀
無
心
附
御
目
通
リ
駕
籠
ニ
テ
罷
越
候
筋

　
差
拍
日
敷
＋
日

御
本
陣
前
乗
打
イ
タ
シ
候
筋

叩
ふ
怠
蝋
鉗
士
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
四
三
｝
）
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和
歌
山
藩
國
律

　
諸
手
代
足
輕
等
ハ
金
壷
歩
ッ
・

　
但
病
氣
ニ
テ
　
御
本
陣
前
駕
籠
二
乗
通
リ
候
者

　
　
輕
キ
者
ハ
過
料
三
百
文

御
供
先
ニ
テ
酒
二
酔
御
供
不
相
勤
者

　
御
扶
持
放
シ

江
戸
ニ
テ
御
門
番
人
御
門
ヲ
無
禮
叉
ハ
切
手
ナ
シ
ニ
出
シ
候
力
叉
ハ
謹
文

等
無
之
者
ヲ
容
易
二
出
入
爲
致
候
力
又
ハ
通
ス
間
敷
モ
ノ
ヲ
切
手
ニ
テ
通

シ
候
力
叉
ハ
紛
ハ
シ
キ
者
ヲ
頼
二
付
不
改
内
々
ニ
テ
通
シ
候
ヘ
ハ

　
御
扶
持
放
シ

　
　
但
全
ク
過
失
ニ
テ
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ
元
極
之
通
過
料

御
門
札
ヲ
調
略
イ
タ
シ
御
門
ヲ
掠
出
候
者

鳥
目
等
取
無
札
ニ
テ
御
門
出
シ
候
番
人

　
五
里
外
追
放

御
小
人
鰯
番
等
御
門
札
紛
失
イ
タ
シ
彼
是
申
爲
候
者

御
門
ヲ
無
札
ニ
テ
出
又
ハ
姓
名
ヲ
儒
リ
御
門
通
リ
候
者

詮
文
等
出
無
之
庭
ヲ
妄
二
出
入
イ
タ
シ
申
爲
等
有
之
者

拾
□
札
ニ
テ
御
門
ヲ
出
候
者
又
ハ
他
物
ヲ
爲
リ
御
門
出
候
者

　
御
扶
持
放
シ
　
輕
キ
ハ
役
儀
取
上
過
料

御
門
札
ヲ
容
易
二
人
二
借
シ
候
者

　
御
小
人
等
追
込
過
料
　
但
借
リ
候
者
ハ
定
之
通
過
料

御
門
外
ニ
テ
致
止
宿
候
者

　
御
扶
持
放
シ
叉
ハ
御
暇
被
下

　
　
但
格
別
無
擦
品
ニ
テ
致
止
宿
候
者
力
又
ハ
不
案
内
ニ
テ
外
□
如
何
之

　
　
品
モ
無
之
筋
ハ
過
料

一一一一一一一

四
〇

（
四
三
二
）

〆
リ
有
之
所
ヲ
無
噺
明
ケ
候
者

　
御
扶
持
放
シ
又
ハ
役
儀
取
上

心
得
遽
奥
向
工
入
込
候
者

　
追
込
日
敷
十
日
叉
ハ
役
儀
取
上

　
　
入
込
セ
候
伊
賀
等
急
度
追
放

奥
工
参
間
敷
筋
二
内
々
御
座
敷
等
物
見
爲
致
候
ヘ
ハ
右
之
役
人

　
差
拍
日
轍
十
日

番
所
ニ
テ
他
役
之
者
ヲ
休
足
等
爲
致
候
番
人

　
追
込
過
料

夜
中
局
内
工
胡
飢
成
者
入
候
ヲ
取
放
シ
候
錠
前
番

御
庭
口
番
所
工
商
人
等
ヲ
妄
二
入
込
セ
候
番
人

　
御
扶
持
放
シ
輕
キ
ハ
追
込
過
料

錠
前
番
等
失
念
イ
タ
シ
錠
下
シ
不
申
候
ヘ
ハ

　
役
儀
取
上

御
小
入
等
番
所
明
ケ
候
者

　
過
料
挙
詰

　
　
過
料
三
百
文

　
　
李
詰
十
五
日

御
殿
御
茶
屋
等
之
御
庭
ヲ
内
々
役
人
ヲ
頼
、
・
・
拝
見
イ
タ
シ
御
〆
リ
之
内
工

　
入
込
候
者

　
　
五
里
外
追
放

　
　
　
御
殿
御
茶
屋
番
人
入
込
セ
候
者

　
　
　
　
七
里
外
追
放

諸
所
御
屋
敷
御
庭
之
内
等
工
妄
二
入
込
候
者
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御
扶
持
放
シ

　
但
役
人
等
打
廻
リ
之
節
心
得
違
入
込
候
ハ
御
呵

○
儀
制
律

不
敬
　
無
禮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

御
藥
叉
ハ
御
膳
二
付
不
念
不
調
法
有
之
候
ヘ
ハ
其
品
　
ヨ
リ
掛
リ
之
役
人

輕
重
二
御
餐
被
仰
出

御
通
リ
筋
工
参
掛
リ
下
座
抜
候
者

　
逼
塞

御
儀
式
等
之
節
御
前
近
ク
駈
通
リ
又
ハ
不
敬
二
相
成
候
者

　
差
拍
日
敷
十
日

御
方
々
檬
工
途
中
ニ
テ
御
時
宜
抜
候
者

　
差
拍
日
敷
五
日

召
歌
等
之
節
逞
参
之
筋

下
粟
内
等
ニ
テ
笠
着
イ
タ
シ
候
者

御
老
中
工
無
禮
等
イ
タ
シ
候
筋

　
差
釦
日
籔
七
日
　
　
輕
キ
者
ハ
過
料
元
極
之
通

以
下
役
之
者
御
用
入
以
上
□
無
禮
等
イ
タ
シ
候
者

　
追
込
日
轍
五
日

○
倉
庫
律

御
倉
之
物
並
官
物
取
扱
　
拾
物
取
扱

御
倉
奉
行
勤
方
等
閑
ニ
テ
取
〆
リ
無
之
候
力
出
納
　
私
曲
偏
頗
等
有
之
候

ヘ
ハ

　
　
和
歌
山
藩
國
律
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當
役
被
　
召
放
御
扶
持
方
被
　
仰
付

預
リ
之
御
倉
二
有
之
物
ヲ
油
断
ニ
テ
盗
マ
レ
候
力
叉
ハ
官
物
類
ヲ
油
断
蝿

テ
下
役
ヨ
リ
掠
取
候
ヲ
不
存
候
ヘ
ハ

　
當
役
被
　
召
放
閉
門
被
　
仰
付

金
米
等
返
納
筋
引
取
過
有
之
候
ヘ
ハ
御
勘
定
役

冤
帳
認
落
等
有
之
御
年
貢
納
延
引
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ
御
代
官

本
計
御
極
リ
手
形
等
元
方
御
金
藏
工
之
好
書
相
違
有
之
候
ヘ
ハ
御
代
官

　
差
粗
日
敷
五
日
ツ
、

御
小
人
等
役
目
朋
織
等
ヲ
妄
二
質
二
置
又
ハ
費
梯
候
力
其
外
役
人
官
物
ヲ

鹿
抹
ニ
イ
タ
シ
候
者

　
御
扶
持
放
シ

村
方
浦
方
等
困
窮
之
節
御
救
等
早
ク
不
願
出
又
ハ
差
掛
リ
取
計
モ
不
致
餓

死
人
モ
有
之
候
ヘ
ハ
御
代
官
勤
方
不
心
掛
二
付

　
輕
キ
ハ
差
拓
日
敷
二
十
日
重
キ
ハ
御
役
不
懸
又
ハ
御
役
意
　
不
叶
律
ヲ

　
以
輕
重
二
御
答
被
　
仰
付

右
之
節
取
扱
不
行
届
村
役
人
ハ
村
役
取
上
急
度
追
込
若
御
救
米
等
出
候
ヲ

差
押
不
相
渡
又
ハ
手
前
工
引
込
候
筋
ハ
官
物
ヲ
盗
ト
ノ
律
ヲ
以
追
放
等
申

付　
　
　
律
（
欄
外
・
朱
書
f
手
塚
註
）

官
庫
並
官
物
封
印
等
イ
タ
シ
有
之
候
ヲ
封
印
元
工
掛
合
無
之
容
易
　
封
印

切
候
者

　
差
知
日
歎
＋
日

御
倉
二
有
之
物
ヲ
役
人
受
取
渡
シ
之
節
早
速
取
扱
不
致
彼
是
逞
留
二
及
ヒ

難
儀
イ
タ
シ
候
者
モ
有
之
候
力
又
ハ
受
取
人
納
メ
人
先
後
有
之
候
ヲ
順
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
（
四
三
三
）
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和
歌
山
藩
國
律

ニ
ヨ
リ
受
取
渡
シ
不
致
候
ヘ
ハ
夫
々
呵
又
ハ
追
込
等
可
申
付

町
人
等
ヨ
リ
音
物
取
支
配
工
不
達
金
米
等
相
渡
私
曲
等
有
之
元
〆
手
代

　
十
里
外
追
放

拾
物
之
儀
訴
出
候
ヘ
ハ
三
日
晒
シ
主
出
候
ハ
・
金
子
ハ
落
シ
主
ト
拾
候
者

へ
牛
分
宛
爲
取
反
物
類
ハ
不
残
主
へ
相
返
シ
拾
候
者
エ
ハ
落
シ
主
ヨ
リ
相

鷹
二
禮
爲
致
可
申

若
落
シ
主
相
知
不
申
候
ハ
・
六
ケ
月
見
合
彌
主
無
之
候
ハ
・
拾
候
者
工
不

残
爲
取
可
申

拾
物
イ
タ
シ
不
訴
出
儀
顯
レ
候
ヘ
ハ
其
者
過
料
可
申
付

　
O
祭
祀
律

御
祭
禮
之
節
有
服
之
者
和
歌
工
入
込
候
得
ハ

　
　
　
　
取
扱
之
小
頭
等
ハ

　
　
　
小
頭
役
取
上
急
度
追
込

御
祭
禮
之
節
警
固
之
者
之
示
シ
ヲ
不
用
渡
リ
物
之
妨
二
成
御
旅
所
ニ
テ
高

聲
ニ
イ
タ
シ
役
人
工
過
言
等
申
候
者

　
二
十
里
外
追
放
輕
キ
ハ
十
里
外
五
里
外
追
放

右
等
之
外
ハ
　
御
祭
禮
之
節
之
儀
二
付
不
調
法
等
有
之
候
ヘ
ハ
御
用
捨
被

仰
出

有
服
ヲ
無
服
之
由
聞
合
之
節
挨
拶
イ
タ
シ
　
御
耽
参
之
御
供
二
出
候
ヘ
ハ

　
　
御
目
付
當
番
逼
塞

　
　
加
番
一
ハ
飴
左
晶
州
日
断
楓
十
日

紳
怪
等
持
事
ヲ
イ
タ
シ
人
ヲ
惑
シ
利
ヲ
貧
リ
候
者
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四
二

（
四
三
四
）

　
二
十
里
外
追
放

御
法
事
之
節
拝
二
出
候
面
々
差
圖
相
紛
レ
不
順
二
出
候
ヘ
ハ
掛
リ
之
役

人　
差
拍
又
ハ
御
呵

御
法
事
之
節
御
敷
居
外
ニ
テ
拝
可
致
筋
御
敷
居
内
ニ
テ
拝
イ
タ
シ
候
者

　
御
目
通
リ
差
瓠
日
敷
五
日

御
法
事
二
御
参
詣
之
節
御
番
所
工
不
出
御
先
手
物
頭

御
佛
殿
方
等
エ
　
御
代
参
可
被
遣
庭
取
計
抜
候
ヘ
ハ
掛
リ
之
役
人

　
差
拍
日
敷
十
日
ッ
・

O
關
津
律

抜
荷
　
抜
買
　
出
奔
追
放
立
賜

般
荷
物
二
武
具
馬
具
等
入
組
浦
賀
御
役
所
等
ニ
テ
改
二
逢
候
者

　
逼
塞

　
　
右
二
付
御
勘
定
奉
行
並
八
丁
堀
御
藏
奉
行
差
知
被
　
仰
付

關
所
難
通
類
山
越
イ
タ
シ
候
者

　
礫

　
　
忍
通
リ
候
者
ハ
追
放

他
所
米
等
抜
買
イ
タ
シ
候
者

　
郡
並
御
城
下
追
放

度
々
他
所
米
等
抜
買
イ
タ
シ
費
掛
過
分
之
掠
米
等
イ
タ
シ
候
者

　
閾
所
之
上
十
里
外
十
五
里
外
二
十
里
外
追
放

米
改
番
人
等
上
ヲ
掠
調
略
等
イ
タ
シ
候
者

　
閾
所
入
墨
之
上
二
十
里
外
追
放
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調
略
等
不
致
候
へ
共
抜
買
等
ヲ
不
吟
昧
二
有
之
容
易
二
差
冤
候
ヘ
ハ

村
霰
輕
キ
ハ
豊
嘉

無
断
女
ヲ
他
國
工
奉
公
二
肝
煎
候
者

　
御
城
下
追
放

　
　
但
勾
引
候
ハ
死
罪

　
　
勾
引
候
者
ト
馴
合
責
遣
シ
配
分
取
候
者
ハ
ニ
十
里
外
追
放

一
　
娘
等
ヲ
無
断
他
所
工
奉
公
二
遣
候
者
ハ
追
込

渡
舟
乗
沈
溺
死
有
之
候
ヘ
ハ
其
舟
之
水
主

　
追
込

都
テ
出
奔
立
蹄
リ
者
ハ
追
放
重
ネ
テ
立
廻
リ
候
ハ
・
重
可
申
付
旨
申
聞

　
　
但
人
足
勤
等
イ
タ
シ
候
者
立
退
又
ハ
立
蹄
リ
候
ヘ
ハ
七
里
外
追
放
何

　
　
之
　
ナ
ク
立
退
又
々
立
臨
リ
候
者
ハ
御
扶
持
放
シ

都
テ
追
放
立
臨
リ
者
ハ
下
地
之
刑
ヨ
リ
ニ
等
重
ク
申
付
追
放
立
露
之
上
盗

等
イ
タ
シ
候
者
ハ
其
品
ニ
ヨ
リ
猫
叉
重
ク
可
申
付

諸
士
改
易
被
仰
付
立
蹄
リ
候
ヘ
ハ
如
元
追
放
重
テ
立
廻
リ
候
ハ
、
急
度

可
被
仰
付
旨
申
聞

諸
士
立
退
立
蹄
リ
候
ヘ
ハ
國
所
御
障
リ
追
放
重
テ
立
廻
リ
候
ハ
・
急
度
可

被
仰
付
旨
申
聞

諸
士
等
出
奔
立
蹄
不
覧
悟
恥
ヲ
モ
不
辮
士
之
作
法
ヲ
失
ヒ
候
者
ハ
牢
腐
申

付追
放
立
露
リ
者
ハ
下
地
之
刑
ヨ
リ
ニ
等
重
ク
申
付
立
蹄
之
上
盗
又
ハ
博
変

等
イ
タ
シ
候
得
ハ
三
等
以
上
答
申
付
候
筈
二
付
其
品
左
二
記
ス

和
歌
山
藩
國
律

一一

＼
御
城
下
追
放

五
　
里
外
追
放

七
里
外
追
放

十
　
里
外
追
放

＋
五
里
外
追
放

二
十
里
外
追
放

死
罪

斬
罪

　
O
盗
賊
律
　
　
凡
盗
強
盗
　
上
之
物
盗
　
盗
之
携
リ
者
巾
着

　
　
　
　
　
　
　
　
切
　
ヵ
タ
リ
　
ニ
重
費
　
横
取

日
之
内
人
家
工
参
リ
有
合
候
輕
キ
品
ヲ
盗
取
候
者

店
先
等
二
有
之
輕
キ
品
ヲ
立
寄
盗
取
候
者

　
右
騰
之
小
盗
大
様
度
敷
三
二
度
迄
ハ
五
里
外
追
放

日
之
内
人
家
二
有
合
候
物
ヲ
盗
取
候
力
又
ハ
店
先
等
二
有
之
物
ヲ
盗
取
候

小
盗
ニ
テ
モ
大
檬
度
敷
四
度
以
上
ハ

　
入
墨
之
上
七
里
外
追
放

江
戸
並
京
都
等
ニ
テ
主
人
之
手
前
欠
落
イ
タ
シ
候
者
取
遁
等
モ
不
致
者
二

候
ハ
・

　
七
里
外
追
放

　
　
但
取
遁
等
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ
夜
盗
二
准
シ
員
敷
之
多
少
ニ
ヨ
リ
輕
重
二

　
　
餐
申
付

　
　
　
金
子
ハ
拾
爾
ヨ
リ
以
上
雑
物
ハ
金
二
積
拾
爾
以
上
ハ
死
罪
右
以
下

　
　
　
ハ
入
墨
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
四
三
五
）



一一一　　　一　一
，＿亀

一

和
歌
山
藩
國
律

人
家
工
忍
入
夜
盗
イ
タ
シ
候
テ
モ
人
起
合
不
得
取
候
力
又
ハ
追
テ
相
知
レ

内
々
ニ
テ
被
盗
主
工
不
残
戻
シ
候
者

　
入
墨
無
之
十
里
外
追
放

日
之
内
入
家
之
輕
キ
品
ヲ
盗
取
又
ハ
店
先
等
之
輕
キ
品
ヲ
盗
取
候
者
度
敷

少
ク
候
テ
モ
博
変
ヲ
モ
イ
タ
シ
候
力
又
ハ
喧
嘩
等
イ
タ
シ
候
力
又
ハ
親
兄

等
二
義
絶
二
逢
候
力
又
ハ
吟
昧
之
節
彼
是
申
傭
候
者

　
入
墨
ノ
上
十
里
外
追
放
（
こ
の
法
定
刑
は
原
本
に
は
脱
ー
刑
法
比
照

　
に
よ
り
補
綴
す
る
ー
手
塚
註
）

人
家
工
忍
入
夜
盗
イ
タ
シ
候
者

　
　
　
但
度
轍
三
度
迄

野
ア
ラ
シ
致
候
心
君

人
家
之
外
二
積
置
有
之
候
材
木
切
木
等
ヲ
夜
分
盗
取
候
者

船
頭
水
主
等
船
中
之
荷
物
ヲ
盗
取
候
者

　
入
墨
之
上
十
里
外
追
放

打
荷
或
ハ
破
船
ト
爲
荷
物
ヲ
押
領
イ
タ
シ
候
船
頭
上
乗
水
主
餐
之
品
並
遭

難
風
打
荷
イ
タ
シ
候
荷
物
ヲ
盗
取
候
船
頭
ト
馴
合
配
分
取
候
者
等
餐
之
品

　
公
裁
之
趣
ヲ
以
取
計
可
申

公
裁
　
一
　
打
荷
或
ハ
破
船
ト
儒
荷
物
ヲ
押
領
イ
タ
シ
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
船
頭
　
獄
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
水
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
乗
　
同
罪
　
　
　
　
入
墨
重
敲

　
　
　
一
　
遭
難
風
打
荷
イ
タ
シ
候
荷
物
ヲ
盗
取
候
船
頭
ト
馴
合
浦
讃
文

　
　
　
　
　
差
出
酎
分
取
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
其
所
獄
門

　
　
　
一
　
同
盗
物
自
分
土
藏
工
入
預
リ
置
致
配
分
候
者

一一一一一一

四
四

（
四
三
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
死
罪

　
　
　
一
　
船
頭
ト
同
宿
馴
合
村
中
之
者
工
申
勘
致
配
分
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
島

　
　
　
一
　
同
百
姓
之
内
重
立
持
蓮
世
話
イ
タ
シ
配
分
取
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
追
放

　
　
　
一
　
同
盗
荷
物
配
分
取
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
配
分
之
品
取
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
高
二
鷹
シ
過
料

所
々
ニ
テ
致
盗
候
者

　
度
歎
五
度
ヨ
リ
七
八
度
迄

盗
之
度
敷
少
候
テ
モ
員
轍
多
盗
取
候
者

　
大
檬
金
五
爾
以
上
雑
物
金
二
積
リ
五
爾
以
上

親
等
二
義
絶
二
逢
候
上
夜
盗
イ
タ
シ
候
者
叉
ハ
夜
盗
イ
タ
シ
候
ウ
ヘ
博
変

ヲ
モ
イ
タ
シ
候
者
又
ハ
喧
嘩
口
論
等
イ
タ
シ
候
者
杯
ト
盗
之
度
敷
等
少
候

テ
モ

　
　
爾
脇
二
入
墨
之
上
二
十
里
外
追
放

　
　
　
但
致
博
変
候
者
ハ
家
財
欠
所
之
筈

出
奔
立
館
之
ウ
ヘ
致
盗
候
者

　
大
檬
度
敷
二
三
度
迄

出
奔
立
蹄
之
上
博
変
イ
タ
シ
候
者

　
爾
脇
工
入
墨
之
ウ
ヘ
追
放
重
テ
立
廻
候
ハ
・
可
爲
死
罪
旨
申
聞

出
奔
立
蹄
盗
並
博
変
ヲ
モ
致
候
者

　
但
盗
之
度
敷
大
檬
四
五
度
以
上

盗
之
品
工
、
・
・
候
テ
致
候
者
工
ミ
成
申
掛
イ
タ
シ
金
子
等
カ
タ
リ
取
候
者



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　一　　　一一

　
度
轍
等
二
不
拘

重
キ
御
役
人
之
家
來
ト
偽
リ
カ
タ
リ
イ
タ
シ
候
者

　
同

片
輪
者
ノ
品
ヲ
盗
取
候
者

　
同

押
込
切
剥

　
同

盗
之
手
引
イ
タ
シ
候
者

所
々
ニ
テ
致
盗
候
者

　
大
様
度
敷
十
度
以
上

度
敷
少
候
テ
モ
員
敷
格
別
多
盗
取
候
者

　
大
檬
金
拾
諏
以
上
薙
物
金
二
積
リ
拾
爾
以
上

金
子
入
之
書
朕
受
取
道
中
ニ
テ
切
解
遣
捨
候
飛
脚

　
金
高
多
少
二
不
拘

盗
二
可
入
ト
シ
テ
刀
ニ
テ
入
二
疵
附
候
者

親
等
二
義
絶
二
逢
候
上
所
々
二
－
テ
致
盗
候
者

　
度
数
＋
度
以
下
ニ
テ
モ

使
二
爲
持
遣
シ
候
品
取
遁
イ
タ
シ
候
者

　
金
子
ハ
萱
爾
ヨ
リ
以
上
難
物
ハ
代
金
二
積
リ
壼
爾
位
ヨ
リ
以
上

　
死
罪
又
ハ
斬
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
取
ハ

　
　
但
押
込
切
剥
之
類
　
　
　
　
　
果
首

　
　
金
高
脇
書
ニ
イ
タ
シ
有
之
筋
右
ヨ
リ
以
下
ハ
入
墨
追
放

上
ヲ
掠
メ
調
略
等
致
シ
候
者

上
之
物
ヲ
盗
取
候
者

　
　
和
歌
山
藩
國
律

　
輕
キ
ハ
閾
所
之
上
死
罪

重
キ
ハ
駆
暑

　
　
但
一
通
リ
之
官
物
類
ヲ
盗
取
候
者
之
儀
輕
キ
ハ
閾
所
追
放
最
輕
キ
ハ

　
　
閥
所
二
不
及
追
放

　
　
但
調
略
等
之
品
當
人
有
躰
不
致
白
状
外
二
示
ト
致
シ
候
調
族
モ
無
之

　
　
疑
罪
二
相
成
調
略
之
本
科
二
難
庭
筋
ハ
閾
所
牢
腐

　
一
　
調
略
之
筋
ニ
テ
モ
親
兄
弟
等
ヨ
リ
不
残
償
候
ヘ
ハ
一
命
被
助
閾
所

　
　
　
之
ウ
・
韮
響
放
重
キ
．
荘
羅
譲

人
ヲ
殺
シ
致
盗
候
者

盗
二
入
刀
ニ
テ
人
二
疵
附
候
者

　
斬
罪
景
首

　
　
但
盗
二
入
刀
ニ
テ
無
之
他
物
ニ
テ
人
二
疵
附
候
ハ
死
罪

人
家
二
火
ヲ
附
致
盗
候
者

　
引
廻
之
上
火
罪

他
所
工
巾
着
切
二
参
候
者

　
鼻
ヲ
創
追
放

　
　
但
毎
二
参
候
ヘ
ハ
死
罪
可
申
付

都
テ
親
類
之
方
エ
盗
二
入
候
者
ハ
近
キ
親
類
ハ
常
盗
二
二
等
輕
ク
庭
シ
遠

類
ハ
常
盗
二
一
等
輕
ク
庭
ス
ヘ
シ

盗
宿
イ
タ
シ
盗
ミ
之
申
合
ヲ
モ
イ
タ
シ
盗
物
ヲ
配
分
イ
タ
シ
候
者
盗
二
不

入
候
テ
モ
盗
人
ト
同
罪

取
遁
之
雑
物
ヲ
預
リ
置
配
分
イ
タ
シ
又
ハ
禮
金
等
取
當
人
ヲ
隠
シ
置
候
者

ハ
盗
宿
ト
同
罪

胡
飢
者
改
総
廻
リ
等
盗
人
ヲ
容
易
二
追
彿
私
欲
等
有
之
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
四
三
七
）
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和
歌
山
藩
國
律

　
郡
並
七
里
外
追
放
重
テ
立
廻
リ
候
ハ
・
重
可
申
付
旨
申
聞

　
　
但
一
通
リ
取
扱
不
念
ニ
テ
私
欲
無
之
筋
ハ

　
　
追
込
日
敷
二
十
日

一
　
胡
鼠
者
改
等
ニ
テ
無
之
盗
人
ヲ
捕
盗
物
取
返
シ
内
誰
ニ
テ
遁
シ
遣
候

　
　
者
ハ
呵

盗
人
ヲ
止
宿
爲
致
候
ウ
ヘ
盗
之
申
合
ハ
不
致
候
へ
共
盗
物
マ
質
二
置
遣
シ

又
ハ
費
梯
遣
シ
或
ハ
貰
ヒ
並
世
話
煎
遣
候
者

　
五
里
外
追
放

　
　
在
中
之
者
ハ
郡
追
放

盗
入
ヲ
乍
存
止
宿
等
爲
致
候
力
無
宿
立
蹄
者
ヲ
乍
存
差
置
候
者

盗
物
ヲ
乍
存
質
二
置
遣
シ
候
力
又
ハ
費
携
遣
シ
候
者
又
ハ
貰
候
者
預
リ
置

候
者

盗
物
ヲ
謹
人
二
立
費
ラ
セ
叉
ハ
質
二
置
セ
候
者

盗
人
並
無
宿
立
蹄
者
等
ヲ
乍
存
受
二
立
家
等
借
遣
シ
世
話
致
シ
遣
候
者

盗
物
ト
乍
存
下
直
二
買
取
候
者

　
御
城
下
追
放
又
ハ
村
追
放

　
　
輕
キ
ハ

　
居
町
居
村
追
沸

　
　
但
盗
人
之
妻
ハ
鵬
リ
次
第
ニ
テ
輕
重
二
餐
申
付

盗
人
又
ハ
立
飾
無
宿
者
ヲ
不
存
借
屋
等
二
差
置
候
大
屋
家
代

盗
人
並
立
蹄
無
宿
者
等
ヲ
不
存
受
二
立
借
屋
等
借
リ
遣
候
者

盗
人
並
立
蹄
無
宿
者
ヲ
町
内
二
差
置
候
丁
役
並
村
内
二
差
置
候
庄
屋
肝
煎

　
追
込
之
ウ
ヘ
過
料

　
　
追
込
日
敷
十
五
日
　
　
　
　
　
追
込
＋
日

　　　　一　　　一　一一一一一一

四
六

（
四
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
＼
輕
キ
ハ
　
　
　
ツ
￥

　
　
過
料
銭
三
百
文
　
　
　
　
　
　
過
料
二
百
文

盗
人
並
無
宿
立
蹄
者
等
ヲ
不
存
立
廻
リ
ヲ
止
宿
等
爲
致
候
者

盗
人
並
無
宿
立
蹄
者
等
ヲ
受
人
有
之
二
付
不
相
糺
雇
置
候
者

盗
物
ヲ
不
存
質
二
置
遣
候
力
又
ハ
費
梯
遣
シ
候
者

盗
物
ヲ
不
存
質
二
取
候
質
屋

　
追
込
日
籔
十
五
日

盗
人
並
無
宿
者
等
ヲ
差
置
候
者
之
向
三
軒
爾
隣

　
久
々
差
置
候
者
ハ

　
　
追
込
日
敷
十
五
日

　
折
ゐ
、
立
廻
ラ
セ
候
者
ハ

　
急
度
呵

盗
物
ヲ
不
存
買
取
候
者

被
盗
主
被
盗
物
ヲ
見
及
内
々
ニ
テ
取
戻
シ
候
者

　
急
度
呵

盗
物
ヲ
不
存
買
取
追
テ
相
知
レ
役
所
工
不
申
出
内
々
ニ
テ
取
扱
候
者

　
過
料
武
百
文
ツ
、
　
　
　
古
手
買

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
古
鐡
買

　
同
　
五
百
文
　
　
　
　
　
質
　
屋

　
　
但
申
爲
候
力
叉
ハ
如
何
之
品
有
之
者
ハ

　
　
居
町
追
梯

都
テ
追
放
立
蹄
者
ハ
下
地
之
刑
ヨ
リ
ニ
等
重
ク
申
付
候
筈
二
付
盗
賊
等
追

放
之
節
重
テ
立
廻
リ
候
ハ
・
重
ク
可
申
付
又
ハ
死
罪
可
申
付
旨
申
聞

諸
商
物
代
金
受
取
其
品
不
渡
外
工
二
重
費
イ
タ
シ
又
ハ
取
久
可
遣
品
質
二

置
並
賓
彿
或
ハ
金
銀
横
取
イ
タ
シ
候
者
ハ
盗
賊
取
遁
同
様
金
子
ハ
拾
爾
ヨ

リ
以
上
雑
物
ハ
金
二
積
リ
十
爾
以
上
ハ
死
罪
申
付
右
以
下
ハ
入
墨
追
放
可



一

申
付

田
畑
屋
敷
二
重
質
入
イ
タ
シ
候
者
モ
盗
二
准
シ
候
儀
二
付
質
入
主
ハ
十
里

外
追
放
加
到
人
ハ
町
沸
可
申
付

國
　
律

坤

國
律
巻
之
下

　
　
　
O
人
命
律
　
　
主
殺
親
殺
等
　
凡
殺
傷

一
　
主
ヲ
殺
候
者

　
　
　
鋸
挽
ノ
上
礫
　
但
故
主
ヲ
殺
候
者
斬
罪
集
首

一
　
主
ヲ
手
負
セ
候
者

　
　
　
晒
シ
之
上
礫
　
但
切
掛
候
得
者
死
罪

一
　
父
母
租
父
母
ヲ
殺
候
者

　
　
　
引
廻
シ
之
上
礫

一
　
父
母
祀
父
母
ヲ
手
負
セ
候
者

　
　
　
礁
　
但
切
掛
候
ヘ
ハ
死
罪

一
　
主
ノ
親
類
ヲ
殺
候
者

　
　
　
斬
罪
昊
百
　
手
負
セ
候
ヘ
ハ
死
罪

一
　
夫
ヲ
殺
候
妻
妾

　
　
　
礁
手
負
セ
候
ヘ
ハ
死
罪

一
　
夫
ノ
父
母
租
父
母
ヲ
殺
候
妻
妾

　
　
　
同
前
　
同
前

　
　
　
　
和
歌
山
藩
國
律

一一一一一一一一一

師
匠
ヲ
殺
候
者

　
斬
罪
昊
首
　
手
負
セ
候
ヘ
ハ
死
罪

兄
姉
伯
叔
父
姑
ヲ
殺
候
者

　
斬
罪
泉
首

兄
姉
伯
叔
父
姑
ヲ
刀
ニ
テ
傷
ケ
候
者

　
死
罪
　
但
過
失
ニ
テ
傷
ケ
候
ヘ
ハ
ニ
十
里
外
追
放

鰍
心
ニ
テ
刀
ヲ
抜
親
等
二
當
リ
親
等
果
候
力
叉
ハ
至
愚
ニ
テ
無
　
者
親
等

ヲ
殺
候
ヘ
ハ

　
死
罪
　
諸
士
ハ
切
腹

親
兄
等
ヲ
傷
ケ
其
身
自
殺
イ
タ
シ
候
者

　
死
腰
討
首

口
論
等
ニ
テ
人
ヲ
殺
候
者

牛
馬
ヲ
引
カ
ケ
人
ヲ
殺
候
者

　
死
罪
　
但
棄
テ
可
殺
所
存
有
之
候
テ
人
ヲ
殺
候
者
ハ
叫
等
重
ク
申
付

差
圖
イ
タ
シ
人
ヲ
爲
殺
候
者

　
同
前
　
但
差
圖
ヲ
受
人
ヲ
殺
候
者
ハ
追
放

人
ヲ
傷
ケ
右
疵
ニ
テ
果
候
ヘ
ハ

　
同
前
　
但
疵
養
生
ノ
内
飴
病
ニ
テ
死
候
ヘ
ハ
傷
ク
ル
刑
同
榛

一
家
無
罪
ノ
者
三
人
以
上
殺
シ
候
者

　
礫

自
分
ノ
悪
事
可
顯
ヲ
恐
レ
其
人
ヲ
可
致
殺
害
ト
シ
テ
疵
附
或
詮
議
シ
タ
ル

人
二
遺
恨
ヲ
含
手
ヲ
負
セ
候
者

　
死
罪
　
但
切
殺
候
ヘ
ハ
臭
首

口
論
等
ニ
テ
人
ヲ
傷
ヶ
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
四
三
九
）



　　　　　　一　　　一一一

　
　
和
歌
山
藩
國
律

　
一
通
リ
傷
ケ
候
ヘ
ハ
　
御
城
下
追
放
或
ハ
五
里
外
追
放

　
片
輪
ニ
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ
十
里
外
追
放
渡
世
難
成
程
之
片
輪
ニ
イ
タ
シ
候

　
ヘ
ハ
ニ
十
外
追
放
（
里
の
字
謄
か
ー
手
塚
註
）

諸
士
口
論
等
ニ
テ
諸
士
ヲ
殺
候
ヘ
ハ

　
　
切
腹

輕
キ
者
口
論
等
ニ
テ
諸
士
ヲ
殺
候
ヘ
ハ

　
斬
罪
　
但
支
配
ヲ
受
候
人
ヲ
殺
候
ヘ
ハ
斬
罪
集
首
手
負
セ
候
ヘ
ハ
・
死
罪

諸
士
輕
キ
者
ヲ
殺
傷
イ
タ
シ
候
ヲ
其
者
之
子
叉
ハ
妻
等
諸
士
ヲ
報
殺
イ
タ

シ
候
ヘ
ハ

　
死
罪

怪
我
ニ
テ
刀
等
人
二
當
リ
右
疵
ニ
テ
果
候
ヘ
ハ
怪
我
人
・
／
親
類
等
存
念
相

尋
候
ウ
ヘ

　
十
里
外
追
放
　
但
何
ト
カ
品
有
之
候
ヘ
ハ
一
等
重
申
付

弓
鐵
砲
ヲ
放
ア
ヤ
マ
チ
ニ
テ
人
ヲ
殺
候
ヘ
ハ
怪
我
人
ノ
親
類
相
尋
候
ウ
ヘ

　
ニ
十
里
外
追
放

相
手
理
不
蓋
ノ
仕
方
ニ
テ
不
得
止
事
切
殺
候
ヘ
ハ
被
殺
候
者
李
日
不
法
ナ

ル
者
ニ
テ
親
類
等
申
分
無
之
候
ヘ
ハ

　
一
命
被
助
追
放

定
リ
タ
ル
射
場
鐵
砲
場
ニ
テ
不
慮
二
人
参
掛
リ
曹
矢
玉
當
弘
其
人
死
候
ヘ

ハ　
答
二
不
及
三
十
日
遠
慮
申
付

十
五
叢
以
下
之
者
子
心
ニ
テ
無
辮
人
ヲ
殺
候
ヘ
ハ

　
一
命
被
助
二
十
里
外
追
放
　
但
＋
五
歳
迄
親
類
へ
預
置

人
ヲ
殺
タ
ル
様
子
ナ
レ
共
當
人
白
状
不
一
　
　
　
一
示
ト
讃
櫨
モ
無
之
疑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　一一

四
八

（
四
四
〇
）

罪
　
成
候
者

　
牢
腐

博
変
イ
タ
シ
人
ヲ
殺
候
者

　
家
財
闘
所
死
罪

盗
イ
タ
シ
人
ヲ
殺
候
者

　
斬
罪
昊
首

抜
米
抜
荷
等
イ
タ
シ
番
人
ヲ
殺
候
者

　
礫
　
親
兄
等
右
ヲ
承
知
之
者
闘
所
追
放

盗
二
入
タ
ル
者
ヲ
打
殺
シ
内
濟
ニ
イ
タ
シ
候
者

　
五
里
外
追
放
　
彼
是
申
億
候
ヘ
ハ
一
等
重
ク
申
付

親
兄
伯
叔
父
姑
等
殺
害
二
逢
候
ヲ
内
々
ニ
テ
濟
セ
候
者

　
二
十
里
外
追
放

子
弟
甥
姪
等
人
二
被
殺
候
ヲ
内
々
ニ
テ
濟
セ
候
者

　
御
城
下
追
放
並
村
追
放

非
分
モ
無
之
實
子
養
子
並
弟
妹
甥
姪
等
ヲ
殺
候
者

　
二
十
里
外
追
放
　
但
利
欲
ヲ
以
殺
候
ヘ
ハ
死
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
子
弟
等
不
峙
之
品
有
之
難
差
置
手
打
ニ
イ
タ
シ
候
筋

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
格
別
二
候
事

夫
之
前
妻
ノ
子
ヲ
殺
候
者

　
同
前
　
但
欲
心
ヲ
以
殺
シ
候
ヘ
ハ
死
罪

諸
士
輕
キ
者
ノ
悪
口
手
向
等
イ
タ
シ
候
者
ヲ
手
疵
負
セ
不
締
リ
ナ
ル
致
方

二
有
之
候
ヘ
ハ

　
閉
門

　
　
　
　
手
向
イ
タ
シ
候
者



一一一一一一一

　
　
　
　
　
＋
里
外

　
　
　
　
　
＋
五
里
外
　
　
追
放

　
　
　
　
　
二
＋
里
外

諸
士
御
日
柄
二
慮
外
者
ヲ
手
打
ニ
イ
タ
シ
其
段
申
込
候
ヘ
ハ
不
及
何
等

以
下
之
者
ニ
テ
モ
輕
キ
町
人
百
姓
之
身
ト
シ
テ
法
外
之
雑
言
等
不
届
之
仕

形
有
之
不
得
止
事
切
殺
候
ヘ
ハ

　
吟
昧
之
上
相
違
無
之
二
於
テ
ハ
不
及
何
等

御
扶
持
人
等
口
論
又
ハ
酒
狂
ニ
テ
人
二
傷
ケ
候
者

　
御
扶
持
放
シ
又
ハ
御
城
下
追
放

　
　
但
御
日
柄
ヲ
不
辮
及
刀
傷
候
得
者
十
里
外
追
放

御
扶
持
入
等
口
論
之
上
人
二
傷
ケ
前
後
取
締
ラ
サ
ル
者

　
御
城
下
追
放
或
ハ
五
里
外
追
放

人
漁
収
之
手
引
イ
タ
シ
候
者

　
二
十
里
外
追
放
　
但
殺
シ
候
當
人
致
決
落
不
出
候
ヘ
ハ
手
引
之
者
死
罪

人
殺
二
手
傳
イ
タ
シ
候
者

　
同
前
　
但
象
テ
巧
ミ
候
ニ
テ
無
之
闘
誰
難
見
捨
致
助
力
候
者
ハ
七
里
外

　
　
　
　
追
放

人
殺
二
手
傳
ハ
不
致
候
ヘ
ト
モ
致
荷
澹
候
者

　
十
里
外
追
放
　
當
座
之
口
論
之
ウ
ヘ
人
殺
之
荷
措
イ
タ
シ
候
ハ
一
等
輕

　
　
　
　
　
　
　
申
付

大
勢
ニ
テ
入
ヲ
打
殺
候
節
初
稜
二
打
掛
リ
候
者

　
死
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

御
扶
持
人
等
人
二
切
付
ラ
レ
遁
去
候
者
叉
ハ
大
小
モ
キ
取
レ
候
者

　
刀
脇
差
取
御
城
下
追
放

和
歌
山
藩
國
律

一一一一一一一一

盗
等
イ
タ
シ
候
ウ
ヘ
手
疵
負
ヒ
候
者

　
盗
之
多
少
ニ
ヨ
リ
　
＋
里
外

　
　
　
　
　
　
　
　
＋
五
里
外
邉
放

　
　
　
　
　
　
　
　
二
＋
里
外

人
足
等
無
ロ
ニ
テ
御
門
外
へ
出
手
疵
負
ヒ
候
者

　
五
里
外
追
放

飢
心
ニ
テ
人
ヲ
殺
候
者

　
牢
腐

胤
心
ニ
テ
人
二
傷
ケ
候
者

　
一
類
之
方
へ
引
取
急
度
押
込
置

飢
心
者
二
傷
ケ
ラ
レ
意
趣
遺
恨
等
無
之
口
論
等
モ
不
致
者
ハ
何
等
二
不
及

迭
二
幼
少
之
者
子
共
心
ニ
テ
ロ
論
イ
タ
シ
及
又
傷
候
ヘ
ハ
鍵
方
共
何
等
二

不
及

諸
士
之
子
弟
輕
キ
者
ト
ロ
論
之
上
切
附
候
庭
相
手
□
大
小
取
ラ
レ
遁
去
候

ヘ
ハ

　
十
里
外
改
易

　
　
相
手
之
輕
キ
者
　
　
二
十
里
外
追
放

父
母
組
父
母
ヲ
毒
害
イ
タ
シ
掛
候
者

　
死
罪
　
別
居
候
者
ハ
家
財
闘
所

兄
姉
伯
叔
父
姑
ヲ
毒
害
イ
タ
シ
掛
候
者

　
家
財
闘
所
之
上
死
罪

　
右
二
組
シ
候
者
死
罪
又
ハ
追
放

　
　
但
毒
藥
費
候
者
ハ
死
罪

人
ヲ
毒
害
イ
タ
シ
候
者

四
九

（
四
四
一
）



　　　一一　　　一一

　
　
和
歌
山
藩
國
律

　
斬
罪
昊
首

　
　
但
毒
害
イ
タ
シ
掛
候
テ
モ
死
二
至
不
申
候
ヘ
ハ
追
放

離
別
之
妻
二
疵
附
候
者

　
入
墨
之
上
追
放

家
焼
失
之
節
祀
父
母
父
母
焼
死
候
ヲ
見
捨
遁
出
候
者

　
死
罪
　
但
兄
姉
伯
叔
父
姑
ヲ
焼
死
爲
致
候
者
ハ
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ま
ま
ロ

不
義
ニ
テ
相
封
死
イ
タ
シ
候
男
女
ハ
死
腰
取
捨
爲
吊
申
間
敷
候

　
但
一
方
存
命
二
候
ハ
￥
死
罪
隻
方
存
命
二
候
ハ
￥
徒
三
年

金
子
ヲ
添
候
捨
子
ヲ
貰
其
子
ヲ
捨
候
者

　
斬
罪
最
首

　
　
但
〆
殺
切
殺
候
ヘ
ハ
一
等
重
ク
申
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ま
ロ

捨
子
有
之
ヲ
内
詮
ニ
テ
隣
丁
へ
又
候
捨
候
者

　
居
町
追
携

　
O
闘
殿
律
　
　
不
孝
不
順
　
喧
嘩
口
論
狼
藷
過
言

主
ヲ
打
郷
イ
タ
シ
候
者
父
母
組
父
母
ヲ
打
郷
イ
タ
シ
候
者

　
死
罪
　
傷
ケ
候
ヘ
ハ
斬
罪

夫
之
父
母
租
父
母
ヲ
打
郷
イ
タ
シ
候
者

　
傷
ケ
候
ヘ
ハ

　
死
罪
　
　
但
過
失
ニ
テ
傷
ケ
候
ヘ
ハ
ニ
＋
里
外
追
放

兄
姉
伯
叔
父
姑
ト
ロ
論
打
郷
イ
タ
ン
候
者

　
十
里
外
追
放
　
但
傷
ゲ
候
ヘ
ハ
ニ
十
里
外
追
放

常
々
親
ト
雫
論
等
イ
タ
シ
不
孝
不
順
二
有
之
由
親
並
一
類
ヨ
リ
訴
出
候
へ

一一一一一

五
〇

（
四
四
二
）

　
二
十
里
外
追
放
又
ハ
御
暇
被
下

　
格
別
甚
敷
者
ハ

　
死
罪

殿
中
等
ニ
テ
ロ
論
敲
合
候
者

　
五
里
外
追
放
又
ハ
七
里
外
追
放

　
　
　
但
大
勢
ニ
テ
敲
合
候
ヘ
ハ
頭
取
候
者
ハ
ニ
十
里
外
邉
放

　
一
　
子
弟
之
者
ハ

　
　
　
押
込
置
可
申
旨
親
兄
へ
被
仰
聞
右
　
付
親
兄
差
拍
目
撒
三
十
日

酒
狂
ニ
テ
人
ヲ
打
脚
イ
タ
シ
又
ハ
傷
ケ
候
者

　
御
城
下
追
放

　
　
但
酒
狂
ニ
テ
諸
道
具
損
イ
タ
シ
候
者
ハ
損
失
之
道
具
償
申
付
償
不
成

　
　
者
ハ
御
城
下
追
放

坊
主
陸
尺
等
番
部
屋
ニ
テ
致
口
論
候
者

　
急
度
追
込
重
キ
ハ
御
扶
持
放

口
諭
イ
タ
シ
候
ヘ
ト
モ
當
座
之
儀
ヲ
申
募
候
迄
ニ
テ
粂
テ
意
趣
等
無
之
者

　
邉
込
日
歎
十
日
又
ハ
ニ
十
日

御
小
人
等
御
供
先
ニ
テ
致
口
論
候
者

　
過
料
銭
三
百
丈
　
甚
敷
者
ハ
追
込
之
上
重
ク
過
料

意
趣
ヲ
含
大
勢
催
シ
人
家
ヲ
打
潰
シ
山
林
等
ヲ
伐
荒
シ
候
者

　
．
頭
取
ハ

　
死
罪
又
ハ
家
財
閾
所
二
十
里
外
追
放

　
　
但
人
ヲ
殺
候
ヘ
ハ
頭
取
之
者
斬
雛
果
首

申
合
候
者
ハ



一一一

　
　
輕
重
ニ
ヨ
リ
十
五
里
外
十
里
外
七
里
外
等
追
放

　
相
談
二
不
加
候
ヘ
ト
モ
申
合
之
席
へ
参
候
者

　
　
急
度
追
込
四
十
日
ツ
・

　
　
　
　
　
庄
屋
肝
煎
　
　
追
込
十
日
ッ
・

　
　
　
　
　
絡
百
姓
　
　
　
急
度
呵

申
A
口
石
打
竺
マ
イ
タ
シ
候
者

　
頭
取
ハ

　
　
五
里
外
叉
ハ
七
里
外
追
放
在
中
之
者
ハ
郡
追
放

申
合
イ
タ
シ
候
老

　
　
町
追
放
村
追
放

申
合
致
狼
籍
諸
道
具
等
損
サ
シ
候
者

　
同
前

役
人
之
申
付
ヲ
受
用
不
致
役
人
ト
致
口
論
又
ハ
過
言
等
申
候
者
又
ハ
諸
士

へ
㎜
封
シ
慮
外
ヲ
申
口
論
等
イ
タ
シ
候
者

御
城
下
追
放
又
ハ
五
里
外
追
放

諸
士
改
易
被
仰
付
候
庭
愼
ミ
不
相
越
役
人
之
申
聞
ヲ
受
用
不
致
権
柄
ヲ
申

上
ヲ
不
暉
筋
ハ

　
死
罪

　
○
訴
訟
律
　
　
直
訴
越
訴
投
丈

難
相
立
品
ヲ
直
訴
イ
タ
シ
候
者

　
五
里
外
並
郡
追
放

　
　
右
以
後
モ
又
々
致
越
訴
候
ヘ
ハ
ニ
一
等
重
ク
申
付

　
　
和
歌
山
藩
國
律

、一一一一一一一

頭
取
候
テ
村
中
一
昧
之
到
形
等
取
大
勢
ヲ
催
越
訴
イ
タ
シ
外
二
上
ヲ
掠
メ

候
致
方
モ
有
之
者

　
家
財
閥
所
死
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＋
里
外

　
　
頭
取
二
差
績
キ
候
者
閾
所
郡
並
＋
五
里
外
追
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
＋
里
外

　
　
村
役
人
　
村
役
取
上
追
込

　
　
縷
百
姓
　
過
料

　
　
但
上
ヲ
掠
候
致
方
無
之
候
ヘ
ハ
閾
所
二
不
及

　
一
　
勢
州
ニ
テ
ハ
勢
州
御
領
分
追
放
紀
州
御
城
下
へ
立
廻
リ
申
間
敷
旨

　
　
　
申
聞

頭
取
無
之
百
姓
大
勢
越
訴
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ

　
過
料
跡
々
之
通

難
相
立
品
ヲ
御
老
中
宅
へ
致
越
訴
候
者

　
御
城
下
追
放

難
相
立
品
ヲ
　
公
儀
へ
致
越
訴
候
者

　
在
郷
へ
押
込
置

越
訴
之
頭
取
イ
タ
シ
村
中
同
心
爲
致
候
爲
無
躰
之
品
廻
状
等
廻
シ
大
勢
致

出
訴
事
ヲ
巧
ミ
候
致
方
等
有
之
者

　
死
罪

一
通
リ
越
訴
之
頭
取
イ
タ
シ
候
村
役
人
等

　
郡
並
十
里
外
二
十
里
外
追
放

　
　
勢
州
ハ
勢
州
御
領
分
追
放
前
段
　
有
之
通
申
聞

頭
取
ニ
テ
無
之
越
訴
相
談
申
合
之
取
計
イ
タ
シ
候
者

　
郡
並
御
城
下
追
放

越
訴
相
談
二
加
リ
叉
ハ
廻
状
等
認
持
廻
リ
候
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
　
（
四
四
三
）
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和
歌
山
藩
國
律

　
過
料
之
上
追
込
日
敷
七
十
日

越
訴
ヲ
乍
存
差
留
不
申
其
段
不
申
出
村
役
人

　
村
役
取
上
追
込
日
敷
五
十
日

越
訴
ヲ
不
存
村
役
人

　
追
込
日
歎
三
十
日
品
ニ
ヨ
リ
村
役
取
上

無
辮
越
訴
二
誘
レ
出
候
総
百
姓
過
料
跡
々
之
通

　
但
難
澁
村
之
儀
ハ
御
用
捨
急
度
呵

越
訴
二
出
候
村
之
一
組
大
庄
屋

　
追
込
日
数
三
十
日

　
　
右
二
付
御
代
官
自
今
之
儀
被
仰
聞

越
訴
等
有
之
節
差
押
へ
不
爲
加
徒
窯
筋
モ
有
之
候
ヘ
ハ

　
御
褒
美
銀
被
下

徒
黛
イ
タ
シ
小
頭
ヲ
差
置
支
配
へ
致
直
訴
候
者

　
御
扶
持
放
シ
　
御
城
下
追
放

御
小
人
等
頭
取
御
用
部
屋
等
へ
致
直
訴
候
者

　
五
里
外
邉
放

　
　
繍
御
小
人
ハ
重
ク
過
料
五
百
文
ッ
・

他
所
御
屋
敷
相
勤
候
御
中
間
等
申
合
支
配
へ
致
直
訴
候
へ

　
頭
取
候
者

　
　
鼓
馨
放
奮
薯
蔀
ヲ
モ
邊

　
申
合
候
者
ハ
右
二
準
シ
五
里
外
又
ハ
御
城
下
追
放

名
印
無
之
投
文
イ
タ
シ
人
ノ
罪
ヲ
告
訴
イ
タ
シ
候
者

　
　
＋
里
外

　
＋
五
里
外
追
放

一一一一一一一

五
二

　
二
＋
里
外

主
人
並
親
悪
事
有
之
由
儒
ヲ
申
掛
訴
人
二
出
候
者

　
礫

O
詐
儒
律

（
四
四
四
）

爲
金
銀
　
儒
札
　
謀
書
　
謀
判
　
億
物
責

爲
金
銀
儒
札
取
扱
候
者

　
斬
罪
昊
首
重
キ
ハ
礫

欝
秤
爲
升
捲
候
者
右
二
准
ス

　
但
爲
升
入
目
爲
秤
掛
目
違
無
之
候
ヘ
ハ
追
放

似
藥
種
費
候
者

　
死
罪
又
ハ
追
放

　
　
此
外
之
似
物
人
命
不
掛
筋
ハ
輕
ク
答
ヘ
シ

費
人
買
人
ヲ
搏
似
物
費
候
者

　
入
墨
之
上
七
里
外
十
里
外
追
放

銀
嶢
付
ヲ
正
銀
之
積
二
申
費
候
者

　
五
里
外
又
ハ
七
里
外
追
放
重
キ
ハ
入
墨

謀
書
謀
到
イ
タ
シ
候
者

　
關
所
之
ウ
ヘ
死
罪
重
キ
ハ
斬
罪
昊
首

　
　
輕
キ
ハ
閾
所
二
十
里
外
追
放

謀
書
謀
判
等
イ
タ
シ
候
者
若
貧
苦
之
者
爾
親
等
之
病
用
杯
ニ
テ
興
風
心
得

違
取
扱
候
筋
ハ

　
五
里
外
追
放
輕
キ
ハ
御
城
下
追
放

子
弟
謀
判
等
イ
タ
シ
候
者
ヲ
差
置
候
親
兄



一　　　　　　一　　　一一一

　
＋
里
外
追
放

　
　
但
本
人
之
科
之
輕
重
ニ
ヨ
リ
親
兄
等
モ
右
二
准
シ
輕
重
二
餐
申
付

人
　
頼
マ
レ
謀
書
等
認
遣
シ
候
者

　
輕
キ
ハ
御
扶
持
人
ハ
御
扶
持
放
シ
御
城
下
追
放

　
　
　
　
　
＋
里
外

　
重
キ
ハ
十
五
里
外
追
放

　
　
　
　
二
＋
里
外

御
扶
持
方
手
形
等
相
紛
レ
ニ
重
二
入
御
扶
持
方
受
取
候
者

　
當
役
被
召
放

御
紋
附
之
挑
灯
又
ハ
縮
符
等
ヲ
推
役
人
之
名
ヲ
欝
リ
構
シ
調
略
私
欲
等
致

候
者

　
閥
所
入
墨
之
ウ
ヘ
ニ
十
里
外
追
放

　
　
但
重
キ
御
役
人
ノ
家
來
ト
傭
カ
タ
リ
並
調
略
私
欲
等
イ
タ
シ
候
者
ハ

　
　
死
罪

諸
士
謀
書
等
イ
タ
シ
金
銀
調
略
且
無
實
ヲ
申
掛
士
二
不
似
合
品
有
之
筋

　
一
命
被
助
牢
腐

養
子
縁
組
等
其
外
願
之
品
二
付
上
ヲ
爲
リ
候
者

し
二
十
里
外
改
易

願
之
品
取
組
□
格
別
調
略
成
筋
ハ

　
牢
腐

　
　
右
取
組
二
掛
リ
候
筋
二
十
里
外
改
易

願
之
品
紛
ハ
敷
趣
キ
有
之
筋

　
逼
塞

　
O
犯
姦
律
　
　
密
通
　
姦
通
　
強
通
　
悪
所
宿
り

　
　
和
歌
山
藩
國
律

　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　一一　　　　　　一　　　一　一一　　　一　一一

密
通
之
者
襲
方
十
里
外
追
放

　
但
女
ハ
髪
ヲ
剃
泊
掃
放

　
一
　
親
等
ノ
異
見
ヲ
不
用
密
通
二
募
リ
候
筋
ハ
本
文
之
通
申
付
品
輕
キ

　
　
　
筋
ハ
七
里
外
五
里
外
又
ハ
御
城
下
追
放

姦
通
之
者
襲
方
二
十
里
外
追
放

低
女
ハ
同
前

主
人
之
妻
ト
姦
通
イ
タ
シ
候
者
ハ
死
罪

　
但
妻
ハ
ニ
十
里
外
追
放

密
通
姦
通
共
女
ヲ
殺
候
者

　
死
罪

密
通
イ
タ
シ
男
ヲ
可
殺
タ
メ
匁
ニ
テ
手
負
セ
候
女

　
髪
ヲ
剃
二
十
里
外
追
放

　
　
但
男
ハ
本
罪
ヲ
以
輕
重
二
答
申
付

彊
通
之
者
ハ
死
罪
又
ハ
ニ
十
里
外
追
放
女
ハ
不
及
何
等

　
但
彊
通
ニ
テ
モ
追
テ
和
通
二
成
候
ヘ
ハ
女
モ
追
放

養
母
養
女
並
源
ト
致
密
通
候
者
ハ
死
罪

姉
妹
姑
姪
ト
密
通
イ
タ
シ
候
者
ハ
追
放

姦
通
イ
タ
シ
相
謀
テ
本
夫
ヲ
殺
害
イ
タ
シ
候
者

　
姦
婦
ハ
引
廻
シ
之
上
　
礫

　
姦
夫
ハ
　
　
　
斬
罪
昊
首

　
　
但
姦
夫
姦
婦
ヨ
リ
本
夫
ヲ
傷
ケ
候
ヘ
ハ
一
等
ヲ
減
ス

姦
夫
若
本
夫
ヲ
殺
害
ス
レ
ハ
姦
婦
其
情
ヲ
不
知
ト
イ
ヘ
ト
モ
死
罪

姦
夫
姦
婦
ヲ
本
夫
殺
候
ヘ
ハ
不
及
何
等

姦
夫
ヲ
殺
シ
妻
存
命
二
候
ヘ
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
　
　
　
（
四
四
五
）
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翼
歌
山
藩
國
律

死
罪

　
　
但
姦
夫
逃
亡
候
ハ
・
妻
ハ
夫
之
心
次
第

密
通
姦
通
之
手
引
イ
タ
シ
候
者
ハ
本
入
ヨ
丑
…
等
輕
ク
申
付

密
通
姦
通
ノ
宿
イ
タ
シ
李
日
右
等
之
世
話
等
イ
タ
シ
候
者
ハ
本
人
ヨ
リ
一

二
等
輕
ク
申
付

輕
キ
者
諸
士
之
娘
姉
妹
ト
密
通
内
々
ニ
テ
妻
ト
イ
タ
シ
候
者

　
死
罪

　
　
但
妻
二
不
致
一
通
リ
之
密
通
ハ
追
放
女
ハ
髪
ヲ
剃
親
方
へ
渡
ス

　
　
右
二
付
親
兄
等
其
儘
二
致
置
候
筋
ハ
御
暇
被
下
叉
ハ
當
役
被
召
放

出
家
之
儀
ハ
密
通
姦
通
共
李
人
之
罪
ヨ
リ
一
二
等
重
ク
申
付

　
但
密
通
ハ
寺
持
二
十
里
外
追
放
所
化
ハ
本
寺
へ
渡
シ
寺
法
之
通
取
計

　
姦
通
ハ
寺
持
所
化
之
差
別
ナ
ク
昊
首

密
通
出
奔
立
蹄
之
者

　
追
放
重
テ
立
廻
リ
候
ハ
・
可
爲
死
罪
旨
申
聞

　
但
女
ハ
髪
ヲ
剃
追
放

悪
所
へ
参
候
者

　
當
役
被
召
放
又
ハ
御
扶
持
被
召
放

　
　
一
通
リ
立
寄
候
者
ハ

　
　
　
追
込
過
料

一
　
背
キ
之
衣
類
等
着
イ
タ
シ
罷
越
候
ヘ
ハ

　
　
　
追
込
之
ウ
ヘ
重
ク
渦
一
料

一
御
門
札
等
調
略
イ
タ
シ
罷
出
又
ハ
背
キ
之
衣
類
等
着
イ
タ
シ
罷
越
其

　
　
上
止
宿
ヲ
モ
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ

　
　
　
御
扶
持
放
シ
又
ハ
役
坂
上
重
ク
過
料

一一一一一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
　
　
く
四
四
六
）

一
　
止
宿
ヲ
モ
イ
タ
シ
外
二
如
何
之
品
等
有
之
吟
昧
之
節
彼
是
申
儒
候
ヘ

　
　
ハ
品
之
輕
重
二
懸
シ
五
里
外
又
ハ
七
里
外
追
放

一
　
役
人
等
打
廻
リ
巳
託
シ
一
入
罷
越
止
宿
ヲ
モ
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ
同
前
申

　
　
付

一
　
毎
々
罷
越
致
止
宿
且
格
別
如
何
之
品
等
有
之
筋
ハ
十
里
外
二
十
里
外

　
　
追
放

下
女
下
男
之
密
通

　
主
入
へ
引
渡
□
之
通
答
申
付

町
人
等
下
女
ト
致
密
通
候
ヘ
ハ

　
男
ハ
追
放
女
ハ
主
人
へ
引
渡
ス

隠
費
女
イ
タ
シ
候
者
並
踊
子
ヲ
抱
置
費
女
爲
致
候
者

　
身
上
二
雁
シ
過
料
ノ
ウ
ヘ
百
日
手
鎖
所
預

踊
子
呼
寄
費
女
爲
致
候
料
理
茶
屋

　
居
町
追
彿
　
　
家
主
ハ
過
料

都
テ
密
通
御
仕
置
ハ
妻
妾
差
別
無
之

　
　
　
　
　
　
　
　
火
附
　
火
事
　
砲
禁
　
博
変
　
芝
居
見
物

　
O
雑
犯
律

　
　
　
　
　
　
　
　
不
昼
悟
　
不
行
跡
不
將
　
不
勤
不
愼
　
不
心
得

人
家
二
火
ヲ
附
候
者

　
引
廻
シ
之
ウ
ヘ
火
罪

　
　
但
人
二
被
頼
火
ヲ
附
候
者
ハ
死
罪

　
　
頼
候
者
ハ
火
罪

　
一
　
飢
心
ニ
テ
火
ヲ
附
候
飢
心
之
讃
櫨
不
分
明
二
候
ヘ
ハ
死
罪
若
鰍
心

　
　
　
二
無
紛
候
ヘ
ハ
親
類
へ
預
急
度
押
込
置
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火
ヲ
附
候
檬
子
二
候
得
共
當
人
白
状
不
致
示
ト
讃
擦
モ
無
之
疑
罪
相
成
候

者　
一
命
被
助
牢
腐
又
ハ
追
放

幼
少
之
者
　
モ
無
之
火
ヲ
附
候
ヘ
ハ
火
ヲ
鹿
抹
二
取
扱
候
ト
ノ
科
ニ
テ

　
一
命
被
助
追
放

　
　
　
　
　
里
敷
ハ
其
品
々
ニ
テ
可
極

火
役
火
事
之
節
不
出
其
段
不
屈
者

　
逼
塞

火
役
ニ
テ
無
之
面
々
御
近
火
之
節
不
出
其
段
届
抜
並
屈
延
引
之
筋

　
差
狙
日
藪
＋
日

　
　
但
格
別
大
病
等
ニ
テ
且
届
手
紙
等
間
違
不
達
筋
杯
ハ
差
拍
日
敷
三
日

　
　
過
御
冤

火
事
役
所
明
キ
作
略
不
致
候
御
先
手
物
頭
等
差
拍
日
敷
十
日

居
宅
遠
方
ニ
テ
御
近
火
ヲ
不
存
追
テ
承
リ
其
段
断
候
筋

　
御
目
通
差
拍

殿
中
ニ
テ
火
ヲ
鹿
抹
ニ
イ
タ
シ
候
坊
主
陸
尺
等

　
御
扶
持
放
シ

居
御
長
屋
等
留
守
之
内
出
火
有
之
候
ヘ
ハ

　
逼
塞
　
　
召
仕
小
者
十
里
外
追
放

　
　
但
少
々
フ
ス
ホ
リ
候
程
ニ
テ
候
ヘ
ハ

　
　
　
　
　
　
差
拍
日
敷
十
日

居
宅
出
火
有
之
候
ヘ
ハ

　
差
和
日
敷
二
十
日

　
　
但
江
戸
留
守
等
ハ

　
　
和
歌
山
藩
國
律

　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　一一一　　　　　　一　　　一一

　
　
　
　
　
差
瓠
臼
勲
＋
日

　
一
　
小
火
之
儀
ハ
御
用
捨

預
リ
之
御
道
具
等
嶢
失
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ

　
逼
塞

火
事
之
節
馬
上
f
ア
可
入
役
人
・
一
テ
無
之
者
大
御
門
入
候
力
又
ハ
御
屋
敷

内
馬
上
イ
タ
シ
候
ヘ
ハ

　
差
知
日
敷
五
日

御
冤
場
ニ
テ
威
鐵
砲
冤
シ
郡
方
へ
爲
願
不
申
筋

　
差
知
日
籔
二
十
日

御
場
内
ニ
テ
鐵
砲
打
致
殺
生
候
者

　
十
里
外
追
放

御
留
場
ニ
テ
致
殺
生
叉
ハ
御
留
川
ニ
テ
網
等
打
候
ヘ
ハ

　
五
里
外
追
放
又
ハ
郡
追
放

御
場
内
ニ
テ
鐵
砲
打
候
ヲ
内
々
ニ
テ
濟
シ
謝
禮
等
取
候
廻
リ
役
人

　
入
墨
之
ウ
ヘ
郡
並
十
里
外
邉
放

　
　
但
謝
禮
等
不
取
者
ハ
入
墨
無
之

手
形
無
之
鐵
砲
ヲ
持
在
中
通
リ
候
者

　
郡
追
放

　
　
頼
マ
レ
持
候
者
ハ
村
追
放

御
冤
場
ニ
テ
盗
殺
生
イ
タ
シ
候
者

　
牢
舎
日
敷
二
十
日

御
冤
場
ニ
テ
威
鐵
砲
二
不
限
都
テ
郡
方
へ
掛
合
候
筋
之
儀
ヲ
掛
合
無
之
差

冤
候
ヘ
ハ
威
鐵
砲
之
律
二
准
シ
御
答
被
仰
出

博
変
イ
タ
シ
候
餐
振
實
政
七
卯
年
定
リ
之
趣
同
年
之
別
帳
張
出
帳
二
委
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
四
四
七
）
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和
歌
山
藩
國
律

出江
戸
ニ
テ
芝
居
見
物
等
二
参
候
者

　
諸
士
ハ

　
　
　
閉
門

　
以
下
役
ハ

　
　
　
急
度
押
込
百
日

子
弟
等
芝
居
へ
参
リ
候
ヘ
ハ

　
急
度
押
込
百
日

　
　
親
兄
ハ
差
知
日
藪
二
十
日

御
小
人
目
付
御
門
番
人
其
外
役
人
等
芝
居
へ
参
候
へ

　
御
扶
持
放
シ
又
勤
取
上

坊
主
手
代
陸
尺
等
芝
居
へ
参
候
ヘ
ハ

　
追
込
之
ウ
ヘ
過
料

　
　
追
込
十
日
過
料
金
壼
歩

諸
士
士
二
不
似
合
躰
ニ
テ
罷
在
候
者

喧
嘩
等
之
場
所
ニ
テ
遁
去
候
者

喧
嘩
等
ニ
テ
大
小
ヲ
奪
取
ラ
レ
候
者

人
二
打
郷
二
逢
武
道
ヲ
失
ヒ
候
者

　
　
　
＋
里
外

　
　
十
五
里
外
改
易
追
放

　
　
二
＋
里
外

　
　
甚
敷
筋
ハ

　
刀
脇
差
ヲ
取
追
放

　
　
輕
キ
ハ

　
當
役
被
召
放

一一

五
六

（
四
四
八
）

子
弟
等
右
之
通
仰
付
候
ヘ
ハ
親
兄

　
逼
塞

不
行
跡
不
垢
之
品
風
聞
言
上
有
之
候
者

　
　
　
＋
里
外

　
　
十
五
里
外
改
易
追
放

　
　
二
＋
里
外

　
　
又
ハ

　
御
暇
被
下
御
城
下
ヨ
リ
何
里
之
内
二
罷
在
間
敷
旨

　
　
次
ハ

　
知
行
御
切
米
被
召
放

　
　
次
ハ
當
役
被
召
放
逼
塞

勤
方
不
宜
筋
不
勤
之
筋
不
愼
之
品
有
之
筋
品
之
輕
重
ニ
ヨ
リ
大
様

　
重
キ
ハ

　
　
　
＋
里
外

　
　
＋
五
里
外
改
易
邉
放

　
　
二
＋
里
外

　
　
　
又
ハ

　
　
知
行
御
切
米
被
召
放
御
扶
持
方
被
　
仰
付
逼
塞

　
　
　
又
ハ

　
　
當
役
被
召
放
輕
キ
者
ハ
御
扶
持
放
シ

　
　
　
又
ハ

　
　
逼
塞
被
　
仰
付
番
外
ニ
テ
可
罷
在
旨

御
役
不
感
之
者

　
寄
合
大
御
番
小
普
請
ヨ
リ
被
　
仰
付
候
者
ハ
前
役
□
蹄
番
御
足
米
等
上

　
ル一

　
不
勝
手
ニ
テ
御
役
相
願
候
得
者
寄
合
大
御
番
小
普
請
等
被
　
仰
付
御
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足
米
等
上
リ
候
テ
ハ
難
澁
ト
ノ
品
ヲ
以
相
懸
之
儀
二
繭
役
之
儀
申
立

　
　
候
筋
モ
同
様
取
計
年
敷
相
勤
候
者
ハ
差
別
可
有
之

一
　
御
役
替
之
筋
ハ
當
役
之
並
高
之
御
足
米
上
ル
前
役
へ
蹄
役
但
當
役
被

　
　
仰
付
候
節
御
加
壌
被
下
候
筋
ハ
前
役
之
勤
功
二
付
其
儘
被
下
前
役
明

　
　
キ
無
之
候
ハ
・
過
こ
被
仰
付
或
ハ
前
役
之
格
轍
程
之
場
所
へ
御
役

　
　
替
又
ハ
小
普
請
入
先
役
ノ
御
足
米
御
扶
持
方
其
儘
被
下

御
役
意
二
不
叶
勤
方
之
者

　
　
重
キ
ハ

　
御
役
被
召
放
當
役
ニ
テ
之
御
加
増
御
取
上
御
足
米
勿
論
上
ル

　
　
中
ハ

　
前
役
二
不
拘
頭
役
ハ
寄
合
李
士
ハ
無
事
二
御
役
引
候
節
大
御
番
へ
被

　
仰
付
候
筋
ハ
大
御
番
格
小
普
請
御
足
米
御
扶
持
方
等
上
ル

　
　
輕
キ
ハ

　
御
役
不
鷹
之
同
例

病
氣
等
ニ
テ
十
ケ
年
勤
無
之
者

　
御
扶
持
方
被
　
仰
付

奥
勤
之
輩
不
行
跡
不
勤
不
愼
之
品
等
相
聞
イ
マ
タ
御
答
被
　
仰
出
候
程
之

儀
二
無
之
筋
ハ
先
頭
支
配
ヲ
以
響
セ
候
儀
取
計
猫
改
不
申
候
ヘ
ハ
御
答
被

仰
出

申
込
之
内
公
用
之
外
私
禮
二
罷
越
候
者

差
拓
之
内
御
供
二
出
候
者

差
抽
之
内
火
事
二
出
候
者

差
拍
御
冤
被
　
仰
出
候
節
月
代
イ
タ
シ
罷
出
候
者

　
差
拓
日
敷
七
日
ッ
・

　
　
和
歌
山
藩
國
律

一一一一一一一

○
捕
亡
律

牢
抜
　
園
抜

御
預
者
園
抜

　
死
罪
　
品
ニ
ヨ
リ
一
命
被
助
田
邊
へ
遣
シ
押
込
置

科
人
牢
抜

　
斬
罪
　
叉
ハ
本
罪
ヨ
リ
ニ
等
重
ク
申
付

　
　
　
　
但
番
人
ヲ
殺
シ
遁
出
候
ヘ
ハ
斬
罪
最
首
又
ハ
礫

御
預
者
園
抜
之
節
御
先
手
物
頭

　
二
十
里
外
改
易

　
　
番
人

　
闘
所
二
十
里
外
追
放

牢
抜
之
者
有
之
候
ヘ
ハ
牢
番
人

　
郡
並
七
里
外
追
放

　
　
但
幼
少
之
番
人
者

　
　
村
追
放

　
　
七
十
飴
ノ
番
人
ハ
用
捨

牢
舎
者
二
匁
物
ヲ
借
シ
叉
ハ
煙
．
草
ヲ
吸
セ
候
テ
格
子
ヲ
切
破
リ
又
ハ
焼
焦

シ
牢
ヲ
抜
出
候
ヘ
ハ
牢
番
人

　
郡
並
＋
里
外
追
放

牢
抜
之
者
有
之
節

　
村
役
人
　
追
込
日
敷
二
十
日

　
御
代
官
　
差
釦
日
敷
十
日

園
入
又
ハ
番
附
候
者
遁
出
候
力
叉
ハ
自
害
等
イ
タ
シ
候
ヲ
不
存
番
人
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
　
（
四
四
九
）
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和
歌
山
藩
國
律

御
扶
持
放
シ

公
訴
イ
タ
シ
候
者
ヲ
親
類
二
預
押
込
置
候
庭
抜
出
又
々
公
訴
致
候
ヘ
ハ
右

親
類

　
郡
追
放

　
　
但
公
訴
イ
タ
シ
候
老
ハ
彌
急
度
押
込
置

屋
敷
長
屋
等
二
差
置
候
者
又
ハ
家
來
等
宅
番
申
付
有
之
候
膿
右
之
者
遁

去
候
ヘ
ハ

　
差
拓
日
勲
＋
日

　
O
断
獄
律

老
人
誉
薯
粧
農
疾
薯
・
蕎
ヲ
要
・
シ

婦
人
罪
ア
几
者
ハ
男
子
ト
同
檬
無
輕
重
刑
取
扱
ヘ
シ

十
悪
並
強
盗
等
之
外
ハ
立
春
以
後
秋
分
以
前
死
刑
取
扱
見
合
可
申

吟
味
事
之
内
ヨ
リ
外
悪
事
相
聞
候
共
奮
悪
御
定
之
外
ハ
不
及
相
糺

総
テ
詮
議
事
有
之
内
同
類
又
ハ
加
判
人
等
之
内
ヨ
リ
早
速
自
状
イ
タ
シ
依

之
謀
計
之
者
相
顯
二
於
テ
ハ
右
早
速
白
状
之
者
ハ
本
罪
相
當
ヨ
リ
一
等
輕

ク
申
付
ヘ
シ

吟
昧
者
一
件
之
内
飲
落
者
不
尋
出
候
ヘ
ハ
其
蝕
致
自
状
候
分
御
仕
置
可
申

付盲
人
御
仕
置
ハ
追
放
等
二
可
成
科
ハ
親
類
二
預
置
居
町
居
村
之
外
狸
二
俳

徊
致
聞
敷
旨
申
付

噺
獄
之
役
人
賄
賂
ヲ
取
無
罪
之
者
二
罪
ヲ
加
へ
有
罪
之
者
ヲ
罪
ヲ
腕
セ
シ

ム
ル
ノ
類
ハ
其
輕
重
ニ
コ
リ
餐
可
中
付

一一一一一一一一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
　
（
四
五
〇
）

牢
舎
園
入
之
者
吟
昧
之
節
妄
二
李
人
ヲ
指
テ
同
類
ト
ナ
ン
自
分
ノ
罪
ヲ
分

タ
ン
ト
ス
ル
ノ
類
ハ
本
罪
ヨ
リ
一
等
モ
重
ク
申
付
ヘ
シ

裁
許
不
受
者
並
裁
許
相
濟
候
儀
ヲ
内
讃
ニ
テ
破
リ
候
者
ハ
七
里
外
十
里
外

追
放
可
申
付

0
寺
肚
律

出
家
不
行
跡
不
愼
等
之
品
有
之
者

　
追
寺
追
院

　
　
重
キ
ハ

　
腕
衣
之
ウ
ヘ
十
里
外
二
十
里
外
追
放

　
　
他
所
者
ハ

　
脱
表
之
ウ
ヘ
御
領
分
追
放

法
衣
色
衣
等
狼
リ
ニ
着
イ
タ
シ
其
外
宗
旨
法
義
等
二
背
キ
候
者

　
退
寺
退
院

都
テ
出
家
不
相
感
之
儀
有
之
者
ハ

　
住
職
取
上
其
所
二
罷
在
聞
敷
旨
申
聞

出
家
博
突
又
ハ
誼
謹
口
論
入
ヲ
殺
傷
ス
ル
ノ
類
有
之
候
ヘ
ハ

　
李
人
罪
ヲ
犯
シ
候
者
同
檬
刑
可
申
付

新
柵
脚
ノ
寺
就
紐
寺
私
二
取
建
候
ヘ
ハ

　
村
役
人
等

　
急
度
追
込
之
上
取
携
セ
可
申

不
願
シ
テ
私
二
出
家
二
成
候
者

　
追
込
之
上
還
俗
申
付
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追
込
日
歎
二
十
日

願
モ
無
之
出
家
イ
タ
ゾ
他
所
へ
罷
越
候
者

　
御
城
下
追
放

寺
院
開
帳
等
之
節
賑
輕
業
等
背
之
品
爲
致
候
者

　
追
込
日
敷
二
十
日

　
　
右
之
節
庄
屋
肝
煎
等

　
　
　
追
込
過
料

役
所
聞
屈
不
相
濟
内
輕
業
等
初
其
上
背
キ
之
品
有
之
候
ヘ
ハ

　
急
度
追
込

妄
二
鳥
居
等
立
紳
名
ヲ
改
其
外
巧
之
品
有
之
杜
人
宮
守
等

　
十
里
外
追
放

異
死
之
者
ヲ
内
詮
ニ
テ
葬
候
寺
院

　
逼
塞O

蓮
及
律

親
類
　
支
配

諸
士
之
親
子
兄
弟
伯
叔
父
甥
等
立
退
又
ハ
御
餐
等
被

込
遠
慮
等
之
品
遠
慮
本
究
帳
二
委
ク
出

子
弟
等
立
退
候
節
所
々
相
尋
候
内
屈
延
引
有
之
候
へ

感
シ
或
ハ
十
日
或
二
十
日
或
ハ
三
十
日
差
拍
被
　
仰
付

御
留
守
二
立
退
候
者
ハ
國
所
御
障
之
儀
親
類
へ
被

御
答
等
被
　
仰
出
候
品
有
之
者
立
退
候
ペ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ま
ロ

度
可
被
　
仰
付
條
御
構
ハ
不
被
　
仰
出
之
旨
親
類
へ
被

仰
出
候
節
親
類
申

ハ
延
引
之
日
敷
等
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
居
所
相
知
次
第
御
引
戻
シ
急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仰
聞

役
人
等
相
勤
候
者
立
退
其
上
不
行
跡
不
屈
之
品
相
聞
候
筋
モ
同
捺
之
趣
親

和
歌
山
藩
國
律
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類
へ
被
仰
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

立
退
候
者
士
二
不
似
合
□
□
方
等
相
聞
候
筋
ハ
御
構
ハ
不
被
　
仰
出
旨
親

類
へ
被
　
仰
聞

配
下
並
組
下
等
御
答
被
　
仰
出
候
ヘ
ハ
頭
支
配
並
組
頭
差
拍
被
　
仰
付
品

ニ
ョ
リ
自
今
之
儀
被
　
仰
聞

頭
支
配
ヨ
リ
兼
テ
達
等
有
之
筋
ハ
御
用
捨

御
答
被
仰
付
候
者
兼
テ
之
不
行
跡
ニ
テ
モ
無
之
候
ヘ
ハ
御
用
捨

江
戸
ニ
テ
御
智
被
　
仰
付
頭
支
配
若
山
二
罷
在
候
ハ
若
山
ニ
テ
御
餐
被

仰
付
頭
支
配
江
戸
二
罷
在
候
ヘ
ハ
御
用
捨

頭
支
配
當
役
間
モ
無
之
候
ヘ
ハ
御
用
捨

御
奉
公
人
ノ
外
町
在
輕
キ
者
追
込
追
放
之
代
リ
答
杖
徒
之
三
刑
相
用
候

ハ
輕
重
大
標
左
之
通

　
　
ヒ
日

追
込
占

追
込
十
五
日

追
込
二
十
日

追
込
三
十
日

急
度
追
込
四
十
日

居
町
追
梯

居
村
追
放

御
城
下
追
放

村
　
　
追
放

五
里
外
追
放

郡
　
　
追
放

七
里
外
追
放

十
里
外
追
放

十
五
里
外
追
放

二
十
里
外
追
放

答
十

答
二
十

筈
三
十

答
四
十

答
五
十

杖
六
十
徒
三
月

杖
六
十
徒
牛
年

杖
七
＋
徒
一
曹
年

杖
七
＋
徒
一
年
牛

杖
八
十
徒
二
年

杖
九
十
徒
二
年
牛

杖
一
百
徒
三
年五

九

（
四
五
一
）


